


現在、市役所では、市内の辺地共聴施設について、その設置状況などの
把握に努めています。「地デジ対応にはどうしたらいいの？」、「改修が必要
かわからない」、「市役所で把握されている？」などございましたら、学研
企画課へご連絡ください。
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学研企画課　�75-1201

平成23（2011）年7月までに、今までのテレビ放送（地上アナログ放送）は終了します。それまでに、
あなたのテレビを「地上デジタル放送」対応にかえていただく必要があります。

電波は無限に使えるように思われるかもしれませんが、日本の現状はも
うこれ以上すき間のないほど過密に使われており、アナログ放送のまま
では電波が足りません。デジタル化することにより電波に余裕ができ、
消防、救急および地域の防災などの公共業務用の無線局、携帯電話など
の無線局に割り当てるといった電波の有効利用が可能になります。

問合せ ◆地上デジタル放送全般について
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
�0570-07-0101（平日　午前9時～午後9時、土・日・祝　午前9時～午後6時）
※ＩＰ電話など、上記番号でつながらない場合は、�03-4334-1111にお願いします
（社）デジタル放送推進協会（Ｄｐａ） ＵＲＬ http://www.dpa.or.jp
◆共同受信施設のデジタル化全般について
総務省近畿総合通信局（平日　午前8時30分～午後0時15分、午後1時～5時15分）

・地上デジタルテレビ放送に関すること 放　送　課　�06-6942-0820
・共同受信、ケーブルテレビに関すること　　有線放送課　�06-6942-8571

共同受信をされている場合
地デジ放送は、現行のＵＨＦ地上アナログ放送

と同じＵＨＦ帯を使用するため、既にＵＨＦアナ
ログ放送を伝送している共同受信施設では、地デ
ジ対応テレビに接続すれば原則としてそのまま地
デジも受信できます。
ただし、次のような場合は、施設の改修が必要

となります。

・既設アンテナが地デジの周波数に対応していな
い場合

・既存施設がＶＨＦ帯のみを伝送している場合
など

引き続き共同受信施設を
利用する場合は、設備の改
修などが必要になる場合が
ありますので、施設管理者
などに相談してください。

個別受信をされている場合
①新しくテレビを買いかえる方
・地デジ対応テレビは、このマークが
ついています。このマークを参考に
して買うようにしましょう。

・UHFアンテナの設置が必要な場合があります。
くわしくは販売店などに
相談してください。

②今のテレビを引き続き使いたい方
・お手持ちのテレビに「地上デジタルチューナー」
をつける必要があります。地上デジタルチュー
ナーは、販売店などで購入できます。

・UHFアンテナの設置が必要な場合があります。
くわしくは販売店などに相談してください。

テレビの地デジ対応や、アンテナ交換などを
口実にした詐欺が発生しています。身におぼ
えのない工事や代金請求にはご注意ください。

このような請求を受けた時は、すぐには支払わず総合通信局（総務省の地域機関）、警察署、または消費
生活センターに相談してください。

「テレビ局職員」「地上デジタルテレビ受信対策
員」を名のる人物が自宅にやってきて、受信工
事やテレビの調整の代金支払いを求める。

このような助成金は存在
せず、手数料支払いを求
めることもありません。
ニセの助成金案内状です。

テレビ局などが、このよ
うな支払いを求めること
はありません。お金を請
求するのはニセ者です。

たとえば、次の
ような手口の詐
欺が発生してい
ます。

地 デ ジ を 見 る に は ？

個別アンテナで受信できる場合があります
アナログテレビでは、ゴーストなどにより映

りが悪かったビル陰共同受信地域でも、地上デ
ジタル放送では、多くの場合に各ご家庭の個別
アンテナで良好に受信できるようになる場合が
あります。

ケーブルテレビを利用している、利用を考
えている場合
ケーブルテレビ会社により、地デジ視聴の方

法が異なります。
くわしくはケーブルテレビ会社に問い合わせ

ください。

総務省やテレビ局の名前が書かれた手紙が届
き、「地上デジタル放送切りかえ助成金」が支
給されるので、手数料の支払いをするよう書か
れている。
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木津地域（18ブロック）
木津町（きづまち）区の地域
木津区の地域
本町西区の地域
本町東区の地域
下川原区の地域
宮ノ裏区の地域
鹿背山区・梅谷区の地域
市坂区の地域
曽根山区・大里区の地域
北之庄区の地域
東吐師区・西吐師区の地域
兜台区の地域
相楽台区の地域
東木津川台区の地域
西木津川台区の地域
州見台の地域
梅美台の地域
中央地区（計画予定）の地域

里区・二本松区の地域
高田区・観音寺区・大野区・
法花寺野区の地域

新町区の地域

南町区・西町区・中町区・東町区・
中森区の地域
兎並区・山之上区・北区・小谷上区・
小谷下区・銭司区・山田区の地域
兎並西区・駅東1丁目～駅東3丁目の
地域
井平尾区・岡崎区・河原区・
西区・東区・登大路区・仏生寺区・
口畑区・奥畑区の地域
岩船区・東小区・大門区・西小区・
南下手区・北下手区・森区・高去区・
勝風区・大畑区・辻区・尻枝区の地域
南加茂台1丁目～南加茂台15丁目
の地域

加茂地域（9ブロック）

北綺田地区・南綺田地区の地域

北平尾地区の地域

南平尾地区の地域

神童子地区・北河原地区・
椿井地区・北代地区の地域

上狛第1番地区
～上狛第5番地区の地域

上狛第6番地区
～上狛第10番地区の地域

山城地域（6ブロック）

木津川市行政地域制度について
（1）
現
在
の
行
政
区
の
状
況

現
行
の
行
政
区
に
つ
い
て
は
、
市
全
体
で
95

区（
旧
木
津
町：

18（
※
21
）、
旧
加
茂
町：

59
、

旧
山
城
町：

18
）が
存
在
し
ま
す
が
、
旧
来
の
区

や
連
合
自
治
会
な
ど
、
行
政
区
の
取
組
内
容
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
成
立
過
程
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
今

回
の
行
政
地
域
制
度（
案
）は
、
こ
れ
を
行
政
が

整
理
統
合（
区
の
統
合
や
分
割
な
ど
）す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
右
記
の
旧
木
津
町
の
21
地
域
と
の
表
記
は
、

現
在
区
が
設
立
し
て
い
な
い
洲
見
台
・
梅
美

台
と
開
発
中
の
学
研
木
津
中
央
地
区
を
含
む

数
値
で
す
。

（2）
新
た
な
行
政
地
域
の
設
定

旧
町
単
位
で
の
行
政
区
の
設
定
が
様
々
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
木
津
川
市
全
体
と
し
て
均
衡
あ

る
行
政
地
域
を
新
た
に
設
定
し
、
地
域
と
の
連

絡
調
整
等
に
対
応
す
る
た
め
に
、
下
表
の
33
の

行
政
地
域
の
設
定
を
考
え
て
い
ま
す
。

（3）
行
政
地
域
の
設
定
の
考
え
方

合
併
後
の
課
題
と
し
て
、
木
津
川
市
の
行
政

区
制
度
の
統
一
を
図
る
こ
と
と
し
て
、
新
た
に

「
行
政
地
域
制
度
」
を
発
足
す
る
も
の
で
す
。

行
政
地
域
の
設
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
住
民
自
治
活
動
が
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ

る
よ
う
、
将
来
の
行
政
地
域
の
姿
を
見
通
し
た

上
で
、
旧
3
町
で
現
在
取
扱
が
異
な
っ
て
い
る

内
容
の
統
一
を
図
り
、
エ
リ
ア
に
つ
い
て
も
一

定
規
模
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
新
た
な
行
政
地
域
制
度
は
、
3
町
の
合
併

に
よ
る
区
制
度
の
統
一
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
地
域
住
民
の
生
活
態
様
や
地
縁
等
を
勘
案
し
た

地
域（
ブ
ロ
ッ
ク
）割
を
お
こ
な
い
、
行
政
地
域
に

は
地
元
と
の
連
絡
調
整
役
を
担
っ
て
い
た
だ
く
地

域
長
・
副
地
域
長
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。

木
津
川
市
行
政
地
域
制
度（
案
）に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
区
長
会
や
広
報
紙
を
通
じ
て
お
知
ら

せ
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
、
各
区
か
ら
こ
の
新
た
な
制
度（
案
）に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

ご
意
見
を
検
討
し
、
一
部
修
正
を
加
え
11
月
・
12
月
に
開
催
し
た
旧
町
ご
と
の
区
長
会
で
示
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
区
長
会
で
は
、
制
度
内
容
の
取
扱
い
な
ど
、
詳
細
部
分
に
関
す
る
ご
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
平
成
21
年
4
月
か
ら
市
全
域
を
統
一
し
た
新
た
な
制
度
と
し
て
実
施
す
る
こ
と

に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
区
長
会
で
説
明
を
お
こ
な
っ
た
制
度
内
容
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

行
政
地
域
に
は
、
地
域
長
1
人
と
副
地
域
長（
地

域
の
実
情
に
あ
っ
た
人
数
）を
設
置
し
、
そ
の
役
割

は
、
地
域
振
興
に
関
す
る
行
政
か
ら
の
依
頼
や
伝
達
、

地
域
の
安
定
・
発
展
、
市
行
政
の
効
率
的
運
営
へ
の

協
力
な
ど
、
次
の
こ
と
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
地
域
住
民
へ
の
通
知
事
項
の
伝
達
、
資
料
等
の
収

集
を
は
じ
め
、
市
政
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
こ
と
。

・
市
行
政
に
お
け
る
地
域
住
民
と
の
相
互
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

・
行
政
運
営
関
係
者
の
選
任
や
候
補
者
の
推
薦
に
関

す
る
こ
と
。

・
行
政
計
画
・
事
業
計
画
の
策
定
及
び
実
施
の
た
め

に
、
必
要
な
調
査
、
資
料
の
提
出
又
は
意
向（
意

見
）の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

・
災
害
等
に
お
け
る
被
災
住
民
へ
の
情
報
の
伝
達
及

び
被
害
状
況
等
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

・
地
域
長
会
議
の
開
催（
春
・
秋
）

・
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
事
項

そ
の
他

■
地
域
要
望
の
取
扱
に
つ
い
て

一
般
的
な
要
望
書
の
提
出
は
、
行
政
地
域
ご
と

に
地
域
長
が
地
元
要
望
を
取
り
ま
と
め
て
、
毎
年

2
月
末
に
総
務
課
へ
提
出
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し

ま
す
。（
緊
急
な
案
件
等
は
、
随
時
提
出
）

ま
た
、
要
望
書
に
つ
い
て
は
、
行
政
地
域
に
属
す

る
地
元
区
が
そ
の
要
望
内
容
に
優
先
順
位
を
設
け

て
、
地
域
長
を
通
じ
て
市
へ
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。

■
身
分

地
域
長
、
副
地
域
長
は
、
木
津
川
市
の
非
常
勤

の
特
別
職
と
し
、
任
期
は
原
則
2
年
と
し
ま
す
。

た
だ
し
任
期
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
も
の
と
し
ま
す
。

◆
市
議
会
議
員
、
木
津
川
市
に
勤
務
す
る
常
勤
の
一
般

職
は
、
地
域
長
・
副
地
域
長
と
の
兼
職
は
お
こ
な
わ

な
い
も
の
と
し
ま
す
。

■
報
酬

地
域
長
は
年
23
万
円
、
副
地
域
長
は
年
10
万
5

千
円（
複
数
人
の
場
合
は
人
数
割
）と
し
ま
す
。

（1）
地
域
活
動
支
援
交
付
金
に
つ
い
て

①
設
置
の
理
由

地
域
の
自
立
と
積
極
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

促
進
の
た
め
、
地
元
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
等
を
市

と
し
て
積
極
的
に
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
地

域
活
動
支
援
交
付
金
制
度
を
創
設
し
、
行
政
地
域
に

交
付
す
る
も
の
で
す
。

②
交
付
対
象
事
業

区
・
自
治
会
・
町
内
会
な
ど
が
お
こ
な
う
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
と
し
ま
す
。（
例：

地
域

内
の
各
種
活
動
費
用
、
集
会
所
維
持
費
な
ど
）

③
交
付
金
額

交
付
申
請
者
・
交
付
先：

地
域
長

予
算
措
置：

住
基
世
帯
及
び
外
国
人
世
帯
の
合

計
数
×
5
0
0
円（
平
成
21
年
度
は
7
0
0
円
、

平
成
22
年
度
は
6
0
0
円
）

（2）
集
会
所
整
備
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

①
設
置
の
理
由

従
来
、
旧
3
町
共
に
集
会
所
の
整
備
等
に
か

か
る
補
助
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
集
会
所
は
、

木
津
川
市
に
お
い
て
も
地
域
活
動
の
拠
点
と
し

て
、
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
旧
3
町

の
補
助
制
度
を
統
一
し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

②
対
象
と
な
る
集
会
所

地
元
が
維
持
管
理
し
て
い
る
集
会
所
と
し
ま
す
。

③
新
築
・
取
得
事
業
及
び
改
修
事
業
の
2
種
と

し
、
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
集
会
所
新
築
・
取
得
事
業
補
助
金

�
補
助
対
象
団
体
…
…
木
津
川
市
内
の
集
会
所
を

所
有
ま
た
は
使
用
し
維
持
管
理
を
し
て
い
る

区
・
自
治
会
・
町
内
会
等

�
補
助
率
…
…
…
…
補
助
率
は
、
総
事
業
費
の
5

分
の
3
以
内

�
補
助
金
の
上
限
額
…
対
象
区
域
が
3
0
0
世
帯

未
満
の
集
会
所→

7
5
0
万
円

対
象
区
域
が
3
0
0
世
帯
以
上
の
集
会
所→

1
0
0
0
万
円

◆
補
助
金
の
１
万
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。

�
補
助
対
象
経
費
…
…
建
物
本
体
の
建
築
費
用

（
本
工
事
費
・
設
計
施
工
監
理
費
）

�
補
助
対
象
外
経
費
…
用
地
取
得
、
造
成
、
外

構
工
事
、
解
体
、
移
転
、
備
品
購
入
等
、
建

物
本
体
の
建
築
・
設
備
以
外
の
費
用

�
事
業
実
施
時
期
…
…
市
よ
り
補
助
金
交
付
決
定

を
受
け
た
後
と
し
ま
す
。

�
そ
の
他
…
…
…
…
…
こ
の
集
会
所
新
築
・
取
得

事
業
補
助
金
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
制
度
を

活
用
し
て
、
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
同
一
年
度
に
複
数
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
協
議
や
く
じ
等
に
よ
り
実
施
年

度
等
の
調
整
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
助
成
制
度
に
よ
ら
ず
、
地
元
費

用
に
よ
り
新
築
・
取
得
を
お
こ
な
う
場
合
は
、

1
0
0
万
円
を
上
限
と
し
て
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

■
集
会
所
改
修
事
業
補
助
金

�
補
助
対
象
…
…
…
…
地
元
が
維
持
管
理
す
る
集

会
所
で
、
当
該
建
物
の
主
要
構
造
等
に
か
か

る
改
修
及
び
水
洗
化
へ
の
改
良
を
対
象
と
し

ま
す
。

�
対
象
外
経
費
…
…
…
畳
の
張
替
え
・
カ
ー
テ
ン
取

替
え
・
エ
ア
コ
ン
修
理
・
網
戸
取
替
え
・
ふ
す

ま
や
扉
の
取
替
え
・
各
種
器
具
の
取
替
え
、
建

物
や
設
備
お
よ
び
備
品（
設
備
備
品
を
含
む
）を

維
持
す
る
費
用
な
ど

�
補
助
金
・
補
助
率
…
対
象
経
費
の
2
分
の
1
以

内
と
し
、
補
助
金
は
60
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

◆
補
助
金
の
１
万
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。

市広報紙の配布は、旧3町共に従来から区などを通じて配布を依頼していましたが、新制度では区・自治会・
町内会等に配布を委託する方式に改めることとします。

（4）
行
政
地
域
制
度
の
地
域（
ブ
ロ
ッ
ク
）割

,
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■
地
域（
ブ
ロ
ッ
ク
）割

意
見

瓶
原
地
区
の
9
区
で
は
、
学
校
区
、

郷
河
堀
、
瓶
原
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
、

旧
瓶
原
村
財
産
区
、
及
び
瓶
原
地
域
区

長
会
主
催
の
戦
没
者
慰
霊
祭
な
ど
、
今

ま
で
瓶
原
地
区
と
し
て
取
組
ん
で
き
た

歴
史
や
地
域
固
有
の
特
性
を
尊
重
さ
れ

た
い
。

修
正
内
容

市
の
当
初
の
案
は
、
災
害
時

な
ど
を
考
慮
し
、
木
津
川
右
岸
地
域
と

し
て
銭
司
区
を
瓶
原
地
域
に
地
域
割
し

ま
し
た
が
、
従
来
か
ら
瓶
原
地
域
は
瓶

原
地
域
で
、
ま
た
銭
司
区
は
旧
加
茂
の

エ
リ
ア
で
土
地
改
良
区
を
は
じ
め
と
す

る
様
々
な
活
動
に
取
組
ま
れ
て
き
た
経

過
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ

い
て
市
と
し
て
検
討
し
た
結
果
、
銭
司

区
を
瓶
原
地
区
へ
地
域
割
す
る
こ
と

で
、
両
地
域
に
過
重
の
負
担
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
制
度

に
お
い
て
銭
司
区
は
加
茂
地
域
に
地
域

割
を
す
る
修
正
を
お
こ
な
い
ま
す
。

■
行
政
地
域
長
・
副
行
政
地
域
長

の
名
称

意
見

行
政
と
い
う
名
を
つ
け
る
必
要
が

あ
る
の
か
。
行
政
側
と
の
繋
が
り
を
重

視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

修
正
内
容

市
と
し
て
は
、
区
長
な
ど
の

役
職
と
の
住
み
分
け
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
に
、
行
政
地
域
長
と
い
っ
た
名

称
を
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

行
政
と
の
連
携
だ
け
で
は
な
く
、
地
域

と
し
て
の
連
携
も
担
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
か
ら
、
地
域
長
と
い
う
名
称
に
修
正

し
ま
す
。

■
地
域
長
と
副
地
域
長
の
人
数

意
見

地
域
長
1
人
と
副
地
域
長
1
人
で

は
、
他
の
地
域
の
こ
と
も
分
か
ら
な
い

上
に
、
面
積
も
広
く
、
地
域
長
1
人
で

は
対
応
で
き
な
い
た
め
、
副
地
域
長
を

数
人
置
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

修
正
内
容

市
と
し
て
は
、
副
地
域
長
を

原
則
1
人
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
地

域
の
実
情
に
あ
っ
た
人
数
で
の
対
応
が

で
き
る
も
の
と
し
て
修
正
し
ま
す
。

■
報
酬副

地
域
長
を
数
人
置
い
た
場
合
の
報

酬
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
複
数
の
副
地
域
長
が
置
か
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
副
地
域
長
の
報
酬

額
を
人
数
割
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

■
区
長
へ
の
委
嘱
状

意
見

区
長
に
対
し
委
嘱
状
が
な
い
の

は
、
区
に
お
い
て
の
立
場
が
明
確
に
な

ら
な
い
。

修
正
内
容

地
域
で
の
自
治
活
動
を
お
こ

な
う
た
め
に
委
嘱
状
等
が
必
要
と
の
こ

と
で
す
の
で
、
委
嘱
状
等
が
必
要
な
区

長
に
は
、「
承
認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
地
元
区
か
ら
の
選
任
書
や
推

薦
書（
届
書
）の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
地
域
長
・
副
地
域
長
の
任
期

意
見

現
行
の
区
で
は
、
役
員
が
1
年

交
代
で
あ
る
た
め
2
年
の
任
期
は
困

難
で
あ
る
。

修
正
内
容

現
在
ま
で
、
1
年
交
代
で
の

任
期
で
運
用
を
さ
れ
て
き
た
経
過
な
ど

も
あ
り
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
方
向

で
修
正
し
ま
す
。

■
行
政
地
域
制
度
に
つ
い
て

意
見

な
ぜ
、
区
の
再
編
が
必
要
な
の
か
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

市

現
在
、
旧
町
の
制
度
を
暫
定
的
に
運

用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
区
域
や
組
織

の
規
模
が
様
々
で
、
制
度
に
違
い
が
あ

り
ま
す
。
行
政
地
域
制
度（
案
）で
、
市

内
全
域
の
統
一
を
図
る
こ
と
で
、
木
津

川
市
と
し
て
公
平
に
制
度
の
運
用
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
す
る
こ
と

で
、
地
域
の
つ
な
が
り
や
少
子
高
齢
化

を
迎
え
る
時
代
に
あ
っ
て
、
災
害
時
の

対
応
な
ど
、
今
後
を
見
据
え
た
場
合
に

地
域
力
が
発
揮
で
き
る
も
の
と
し
て
地

域（
ブ
ロ
ッ
ク
）割
を
示
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

意
見

従
来
の
区
を
統
合
す
る
も
の
で
は

な
い
と
あ
る
が
、
従
来
の
区
は
ど
う
な

る
の
か
。

市

今
回
の
制
度
は
、
行
政
と
し
て
現
在

の
区
の
統
合
化
を
図
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
従
来
の
区
は
、
財
産
や
地
域

の
祭
り
な
ど
の
歴
史
的
な
継
承
が
あ

り
、
地
域
活
動
を
お
こ
な
う
た
め
に
区

な
ど
の
組
織
は
残
る
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
。

意
見

世
帯
数
に
よ
っ
て
地
域
割
を
決
め

て
い
る
が
、
地
域
長
一
人
で
対
応
で
き

る
の
か
。

市

単
に
、
世
帯
数
の
み
で
ブ
ロ
ッ
ク
を

示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
つ
な

が
り
な
ど
を
考
慮
し
た
も
の
で
す
の

で
、
連
携
が
深
め
ら
れ
る
も
の
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

意
見

も
っ
と
時
間
を
か
け
て
協
議
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

市

時
間
を
か
け
る
こ
と
も
大
切
で
す

が
、
旧
3
町
の
制
度
の
取
扱
が
様
々
で

公
平
性
の
な
い
制
度
を
い
つ
ま
で
続
け

る
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

区
長
の
任
期
が
1
年
と
い
っ
た
地
域
も

あ
り
、
区
長
が
交
代
さ
れ
る
と
制
度
を

改
め
て
協
議
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
こ
と
や
、
木
津
川
市
と
し
て
統
一
さ

れ
た
制
度
を
早
期
に
制
定
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■
地
域（
ブ
ロ
ッ
ク
）割
の
細
分
化

意
見

行
政
地
域（
ブ
ロ
ッ
ク
）を
も
っ
と

細
分
化
で
き
な
い
か
。

市

ブ
ロ
ッ
ク
数
は
、
当
初
示
し
た
33
ブ

ロ
ッ
ク
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
地
域
長
の
選
任
方
法

意
見

地
域
長
な
ど
の
選
任
方
法
は
ど
う

な
る
の
か
。

市

地
域
長
の
選
任
は
、
地
域
で
選
出
方

法
を
協
議
の
う
え
、
地
域
か
ら
の
推
薦

や
届
出
に
よ
り
行
政
か
ら
選
任
（
委
嘱
）

を
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
具
体

的
な
地
域
長
等
の
選
任
方
法
は
、
ブ
ロ

ッ
ク
内
の
区
長
か
ら
選
出
す
る
方
法
な

ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
任
期
に
つ
い
て

意
見

区
長
な
ど
の
交
代
時
期
が
様
々
で

あ
り
、
4
月
か
ら
と
な
る
と
混
乱
す
る
。

地
域
長
の
任
期
が
2
年
と
あ
る
が
、
2

年
は
困
難
で
あ
る
。

市

地
域
長
な
ど
の
任
期
は
、
原
則
2
年

と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の

事
情
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
当
分
の

間
1
年
交
替
も
可
能
と
考
え
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
地
域
長
な
ど
の
任
期
の

始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
地
域
長
は
行
政

と
の
連
絡
調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
た
だ

く
と
い
っ
た
役
割
が
あ
り
、
行
政
か
ら

は
年
度
当
初
に
1
年
度
の
内
容
に
つ
い

て
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
か

ら
、
4
月
か
ら
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
区
長
報
酬

意
見

区
長
報
酬
は
ど
う
な
る
の
か
。

市

今
ま
で
も
区
長
報
酬
は
、
市
か
ら
の

伝
達
・
依
頼
事
項
に
対
し
て
の
報
酬
で

あ
り
、
地
元
区
の
自
治
活
動
に
対
す
る

報
酬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
制
度
に
お

い
て
は
、
こ
の
内
容
が
地
域
長
に
変
わ

り
ま
す
の
で
、
区
長
報
酬
は
な
く
な
り

ま
す
。
区
長
と
し
て
の
役
割
が
大
変
な

こ
と
は
理
解
を
し
て
い
ま
す
が
、
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
助
成
制
度
に
つ
い
て

意
見

地
域
活
動
支
援
交
付
金
は
、
事
業

に
対
し
て
お
こ
な
う
も
の
か
。
ま
た
、

事
業
を
実
施
す
る
地
域
と
実
施
し
な
い

地
域
で
は
差
が
あ
る
の
か
。

市

地
域
活
動
支
援
交
付
金
は
、
地
域
長

を
通
じ
て
区
や
自
治
会
の
活
動
事
業
に

対
し
て
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
交

付
金
は
、
地
域
長
が
置
か
れ
て
い
る
行

政
地
域
で
事
業
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の

に
対
し
て
交
付
す
る
も
の
な
の
で
、
事

業
が
実
施
さ
れ
な
い
地
域
に
つ
い
て
は

交
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

意
見

行
政
地
域
制
度
が
施
行
さ
れ
る
と

地
域
割
内
に
お
い
て
複
数
の
集
会
所
を

も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
補
助
金
な
ど
に

つ
い
て
は
従
来
の
区
単
位
で
申
請
で
き

る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

市

集
会
所
な
ど
の
修
繕
工
事
費
等
に
つ

い
て
は
、
1
集
会
所
を
単
位
と
し
1
年

度
1
集
会
所
に
つ
き
1
回
と
し
、
上
限

60
万
円
の
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
申
請
は
、
集
会
所
を
維
持

管
理
す
る
区
や
自
治
会
単
位
で
お
こ
な

っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

■
要
望
に
つ
い
て

意
見

地
域
長
が
要
望
の
順
位
を
つ
け

る
の
か
。

市

地
域
長
は
、
要
望
の
取
り
ま
と
め
を

お
こ
な
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
優
先

順
位
は
、
1
位
〜
3
位
、
そ
の
他
と
し

て
区
で
判
断
し
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。

■
地
元
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

意
見

区
民
へ
直
接
説
明
を
で
き
な
い

の
か
。

市

区
へ
の
説
明
を
全
部
お
こ
な
う
と
な

る
と
、
95
の
区
を
回
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
早
期
に
制
度
の
統
一
を
図
る
た
め

地
域
の
代
表
で
あ
る
区
長
に
協
議
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
区
の
方
で
何
か
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
総

務
課
ま
た
は
支
所
地
域
総
務
課
へ
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
対
応
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
区
長
会
で
示
さ
せ

て
い
た
だ
い
た（
案
）は
、
広
報
紙
で
市

民
の
み
な
さ
ん
へ
も
周
知
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

■
広
報
に
つ
い
て

意
見

な
ぜ
、
自
治
会
へ
の
未
加
入
者
ま

で
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と

い
っ
た
感
情
的
な
こ
と
も
あ
る
が
。

市

広
報
の
配
布
は
、
行
政
地
域
制
度
と

切
り
離
し
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
内

容
で
す
が
、
行
政
と
し
て
は
、
今
回
未

加
入
者
へ
の
配
布
も
お
願
い
を
す
る
も

の
で
す
。

未
配
布
世
帯
が
あ
る
と
、
市
か
ら
の

情
報
が
全
て
の
市
民
に
伝
わ
ら
ず
、
例

え
ば
、
ゴ
ミ
の
収
集
日
が
わ
か
ら
な
い

た
め
、
収
集
日
以
外
の
日
に
ゴ
ミ
を
出

し
、
近
隣
住
民
の
方
に
ご
迷
惑
を
お
掛

け
す
る
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
の
元
と
も

な
り
ま
す
。
今
後
は
、
市
か
ら
の
情
報

を
市
民
の
み
な
さ
ん
へ
伝
わ
る
よ
う
全

世
帯
へ
の
配
布
を
お
願
い
し
ま
す
。

木津川市行政地域制度について

総
務
課
　
�
75-

1
2
0
0
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内
に
事
業
所
な
ど
を

お
持
ち
の
方
へ

告
書
は
郵
送
で
き
ま
す

民
税（
市
・
府
民
税
）の

申
告
を
さ
れ
る
方

市

民
税(

市
・
府
民
税)

申
告

書
の
送
付
に
つ
い
て

得
税
が
還
付
さ
れ
る
と
き

会　　　場　　　案　　　内　　　図

3
会
場(

木
津
・
加
茂
・
山
城
各
会
場)

で
申
告
が
で
き
ま
す
。
申
告
書
の
記
載
指

導
方
法
は
、
集
団
指
導
方
式
と
な
り
ま
す
。

申
告
は
す
べ
て
自
分
で
記
入
し
、
分
か

ら
な
い
点
だ
け
巡
回
し
て
く
る
相
談
員
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
た
方
は
、
市
・
府
民
税
の
申
告
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
・
府
民
税

の
申
告
を
さ
れ
る
方
や
所
得
税
申
告
が
必
要

か
ど
う
か
不
明
の
方
は
、
次
の
相
談
会
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
青
色
申
告
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
分
離
課
税
の
譲
渡

所
得
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
　
き

2
月
16
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）

（
土
日
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

と
こ
ろ

市
庁
舎
1
階

「
住
民
活
動
ス
ペ
ー
ス
」

と
　
き

2
月
16
日（
月
）〜
20
日（
金
）

3
月
9
日（
月
）〜
16
日（
月
）

（
土
日
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

と
こ
ろ

加
茂
支
所
1
階

「
東
側
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
」

申
告
書
は
、
平
成
19
年
の
収
入
、
申
告

状
況
に
よ
り
、
申
告
を
要
す
る
と
見
込
ま

れ
る
方
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

給
与
所
得
者
、
年
金
所
得
者
ま
た
は
無
収

入
の
方
な
ど
は
、
申
告
す
る
必
要
が
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
20
年
中
の
状
況
が

判
断
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
申
告
書
の
送
付
を

受
け
ら
れ
た
方
は
、
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
申
告
書
の
送
付
が
な
い
場
合
で

も
収
入
が
増
え
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
申
告

が
必
要
と
な
る
方
も
あ
り
ま
す
の
で
、
税

務
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

と
　
き

2
月
23
日（
月
）〜
3
月
6
日（
金
）

（
土
日
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

と
こ
ろ

山
城
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

「
第
1
・
2
会
議
室
」

※
加
茂
・
山
城
会
場
は
開
設
期
間
、
木
津
・

加
茂
会
場
は
場
所
が
前
年
と
変
わ
っ
て

い
ま
す
。

※
市
役
所
税
務
課
の
窓
口
で
は
、
申
告
書

提
出
の
み
で
申
告
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
確
定
申
告
書
ま
た
は
市
・
府
民
税
の
申

告
書（
会
場
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
）

○
給
与
所
得
お
よ
び
公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票（
原
本
）

○
営
業
所
得
や
農
業
所
得
等
を
申
告
す
る

方
は
、
自
宅
で
平
成
20
年
中(

1
月
1

日
〜
12
月
31
日)

の
帳
簿
な
ど
で
収
入

額
や
必
要
経
費
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し

て
く
だ
さ
い
。

○
そ
の
他
所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の

○
社
会
保
険
料
や
生
命
保
険
料
控
除
、
地

震
保
険
料
控
除
な
ど
各
種
控
除
を
受
け

る
と
き
の
領
収
書
や
証
明
書

○
租
税
公
課（
固
定
資
産
税
等
）に
つ
い
て

は
、
納
税
通
知
書
送
付
時
の
明
細
書
、

ま
た
は
「
公
課
証
明
」（
有
償
）

○
印
鑑

○
申
告
者
本
人
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号

の
わ
か
る
も
の
　

○
通
帳
届
出
印（
所
得
税
の
口
座
振
替
を
あ

た
ら
し
く
は
じ
め
る
方
や
変
更
さ
れ
る
方
）

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
方
で

も
、
次
の
と
き
な
ど
に
は
確
定
申
告
を
す

る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ

ー
ム
の
新
築
や
購
入
、
増
改
築
な
ど
を

し
、
一
定
の
要
件
に
該
当
し
た
と
き

（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）

○
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き

（
医
療
費
控
除
）

木
津
川
市
に
平
成
21
年
1
月
1
日
現
在

住
ん
で
い
な
い
方
で
も
、
事
業
所
や
家
屋

敷
な
ど
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
住
民

税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
次
の
こ
と
を
市
・
府
民
税
の
申
告
書

に
記
入
し
、
3
月
16
日
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

○
1
月
1
日
の
住
所
地

○
事
業
所
や
家
屋
敷
な
ど
の
所
在
地

○
所
有
物
件
の
利
用
状
況

○
所
有
物
件
の
種
類

確
定
申
告
書
と
市
・
府
民
税
申
告
書
は

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
宛
先
、
記
入

も
れ
な
ど
に
注
意
し
て
送
付
く
だ
さ
い
。

○平成20年分の給与の収入金額が2千万円を
超える方

○給与を1か所から受けている方で、給与所
得や退職所得以外の所得金額の合計額が
20万円を超える方

○給与を2か所以上から受けている方で、年
末調整をされなかった給与の収入金額と給
与所得や退職所得以外の所得金額との合計
額が20万円を超える方

○年末調整以後に控除額に変動のあった方
(例：配偶者のパート収入の見込み違い など)

国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」で、所
得税の確定申告や医療費控除などの還付申告書を作成し、税
務署に提出できます。

URL http://www.nta.go.jp
さらに「国税電子申告・納税システム」（e-Tax）で自宅からイン

ターネットを利用して、データ送信により確定申告ができます。
URL http://www.e-tax.nta.go.jp

所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
・
府
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
準
備
は
よ
ろ
し
い
で
す
か
？

事
業
を
営
ん
で
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、
会
社
員
の
方
も
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
必
要
な
書
類
を
用
意
し
、
決
め
ら
れ
た
日
ま
で
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
申
告
会
場
は
、
期
間
後
半
に
な
る
と
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
を
自
分
で
書
け
る
よ
う

に
、
税
務
署
の
職
員
や
税
理
士
が
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
す
。

※
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得（
土
地
や
建
物
、

株
な
ど
を
売
却
し
た
方
）や
青
色
申
告
の

相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。
税
務
署
で
お
こ

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

と
　
き

2
月
2
日（
月
）〜
2
月
13
日（
金
）

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
9
時
30
分
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時

と
こ
ろ

中
央
交
流
会
館（
い
ず
み
ホ
ー
ル
）

相
楽
地
区
統
一
相
談
会
場

木
津
宮
ノ
内
92

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早
め
に
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

混
雑
状
況
の
問
合
せ

�
72-

8
5
2
0（
臨
時
電
話
）

中
央
交
流
会
館（
い
ず
み
ホ
ー
ル
）へ
は

「
き
の
つ
バ
ス
」（
い
ず
み

ホ
ー
ル
下
車
）を
利
用
く

だ
さ
い
。 得

税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
る
方

所
（

）

宇治税務署では、今年の確定申告期間、平
日（月～金）以外でも、次の日に限り、確定申
告の相談・申告書の受付をおこないます。
と　き 2月22日（日）・3月1日（日）

午前9時～正午、午後1時～5時
※宇治税務署は、申告期間中大変混雑し、長
時間お待ちいただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。また、税務署
の駐車場は収容スペースが少ないため、車
での来署はご遠慮ください。

問合せ 宇治税務署　�44-4141

■税制の変更点
○減価償却資産の償却累積額による償却費の特例
平成20年分の申告から、平成19年3月31日以
前に取得した償却資産で、減価償却費の累積額
が取得価額の95％相当額に達した年分の翌年
以後の5年間で償却できます。ただし、特例を
受けるには、現在も使用中で、取得年月や価額
がわかる書類などが必要となります。

○医療費控除の対象範囲が変わりました
特定健康診査の結果が、高血圧症等と同等の状
態である者に対しておこなわれる特定保健指導
（積極的な支援が必要な者）に係る対価が加えら
れました。

宇治税務署　�44-4141
税　務　課　�75-1203

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
一
年

間
の
医
療
費
に
つ
い
て
、
医
療
を
受

け
た
人
ご
と
に
支
払
先
、
支
払
額
、

保
険
金
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額
と
、

そ
の
一
年
間
の
合
計
額
等
を
書
い
た

明
細
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
領
収
書
、
医
療
費
控
除
の

対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

料
領
収
書
な
ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
と
き（
雑
損
控
除
）

○
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て
い

な
い
と
き

※
所
得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
た
方
が
対

象
で
す
。

○
予
定
納
税
を
し
た
が
、
確
定
申
告
の
必

要
が
な
く
な
っ
た
と
き

○
国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
寄
付
を
し

た
と
き（
寄
付
金
控
除
）

←

確定申告書に受付印が必要な方は、相楽地区統一相談会場（または宇治税務署）で提出
してください。市主催の申告会場では、確定申告書に受付印の押印はできません。

木　　津

山　　城

加　　茂

告
前
に
準
備
し
ま
し
ょ
う

市

所 申

市

申
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健康推進課　�75-1219

作
り
方

①
三
度
豆
は
、
へ
た
と
筋
を
取
り
、
熱
湯
で
ゆ
で
る
。

②
人
参
は
三
度
豆
の
長
さ
に
揃
え
て
切
り
、
5
ミ
リ
の
角

に
切
り
ゆ
で
て
お
く
。

③
チ
ー
ズ
は
5
ミ
リ
の
角
切
り（
長
さ
は
三
度
豆
と
同
じ
）

に
切
る
。

④
豚
肉
を
広
げ
て
、
塩
コ
シ
ョ
ウ
を
し
、
三
度
豆
、
人
参
、

チ
ー
ズ
を
横
向
き
に
の
せ
て
巻
く
。（
一
人
2
個
）

⑤
フ
ラ
イ
パ
ン
に
油
を
ひ
い
て
、
④
を
入
れ
て
焼
く
。

仕
上
げ
に
濃
い
口
し
ょ
う
ゆ
、
み
り
ん
を
か
ら
め
る
。

⑥
キ
ャ
ベ
ツ
は
熱
湯
で
ゆ
で
、
ざ
っ
く
り
と
き
ざ
む
。

ト
マ
ト
を
6
等
分
に
切
り
、
盛
り
つ
け
る
。

ひ
と
言
メ
ッ
セ
ー
ジ

野
菜
嫌
い
な
お
子
さ
ん
も
喜
ん
で
食
べ
て
も
ら
え

る
一
品
で
す
。
中
に
入
れ
る
野
菜
も
変
え
て
み
て
、

楽
し
く
作
っ
て
く
だ
さ
い
。

〈１人分の栄養価〉

エネルギー…208kcal
たんぱく質…19.3ｇ

脂　　　質… 9.5ｇ

カルシウム…158mg
塩　　　分… 2.0ｇ

材　料（6人分）

豚肉･････････････････350g
三度豆･･･････････････200g
人参･････････････････120g
チーズ（プロセス）･･･120g
（付け合わせ）
キャベツ･････････････120g
トマト ･･･････････････120g
みりん･･････36g（大さじ2）
濃い口しょうゆ

･･････54g（大さじ3）
油････････････ 4g（大さじ1）

おすすめの味

木津川市食生活改善推進員協議会

山城支部 若竹会 和田　芳子

チーズ野菜巻き

友達づくりの機会としてもご利用ください。
お父さんの参加もお待ちしています。
と　き 3月2日（月）

午前9時30分～（受付 午前9時15分～9時30分）
午後1時30分～（受付 午後1時15分～1時30分）

ところ 木津保健センター
対　象 市内にお住まいの妊婦さんとその家族
定　員 各部15人（先着順）
内　容 沐浴実習、赤ちゃんの発達保育
持ち物 母子手帳、母子保健テキスト（お持ちの方）
申込・問合 健康推進課　�75-1219

マタニティ広場（妊婦さんの教室）

要予約

妊娠に気づいたらすぐに受診し、できるだけ早く
妊娠の届出をおこない、母子健康手帳の交付を受け
てください。妊娠の届出時には妊婦健康診査を公費
の補助で受けられる受診票を3回分交付します。（医療
機関によっては交付できない場合がありますので問
い合わせください）
妊婦健康診査は妊婦さんの健康状態や、お腹の赤

ちゃんの発育状況を見るために身体測定や血液・血
圧・尿などの検査をします。その結果、病気などに
早く気づき、早く対応することができます。そのた
め妊娠中は身体の状態をよく観察し、赤ちゃんの成
長を医師や助産師に診てもらうことが大切です。定
期的に妊婦健康診査を受けましょう。

＜次のような症状がでたら早く医師に相談を＞
・むくみ　　　　　・がんこな便秘
・性器出血　　　　・普段と違うおりもの
・腹痛　　　　　　・強い頭痛
・発熱　　　　　　・つわりで衰弱がひどい
・下痢　　　　　　・いらいら
・めまい　　　　　・動悸が激しい
・はきけ・嘔吐　　・今まであった胎動を
・強い不安感　　　　感じなくなったとき

母子健康手帳の交付の際には、マタニティ広場の
案内や保健師などによる相談を受けることができま
すので気軽にご相談ください。

母子健康手帳などの交付は
市役所1階の健康推進課でおこなっています
対　象 木津川市に住民登録をされている方で妊娠

の届出をされる方
交付内容 母子健康手帳、妊婦健康診査受診票（指定医

療機関での健診・検査費用を一部公費負担す
るものです）など

妊婦健康診査を必ず受けましょう
すこやかな妊娠と出産のために

献血にご協力ください
献血でつながる生命があります。病気やけがで輸

血を必要とする方に、あなたの協力をお願いします。
なお、輸血による副作用を少なくするために、でき
るだけ400ミリリットルの献血にご協力ください。
とき・ところ
2月17日（火）
受付：午前10時～正午、午後1時～3時
オムロン（�74-2000）
持ち物 献血カード（お持ちの方）、本人自身を証明

できる証（運転免許証、健康保険証など）
その他 年齢・体重・比重検査などのほか、患者や献

血者の安全性を確保するため、献血をお断り
することがあります。

＜今後の予定＞
3月17日（火） 加茂文化センター（加茂）
〔午前10時30分～正午、午後1時～午後3時〕

生活習慣病を予防するために、ウォーキングが有
効といわれています。日常生活の中に、ウォーキン
グを取り入れてみませんか。

※コースは、変更する場合がありますので、ご了承
ください。

※各コースとも、おおむね5～6㎞の予定です。
時　間 午前9時30分～11時

雨天中止（当日7時現在の降水確率60％以上
の場合）

対　象 40歳～69歳の方
定　員 30人（先着順）
持ち物 ウォーキングのできる服装、お茶など
申　込 実施日の1週間前までに、健康推進課へ。
その他 当日に申込書兼同意書を提出していただきます。
問合せ 健康推進課　�75-1219

レッツウォーキング 要予約

集合場所

木津保健センター
山城保健センター

と　き

2月17日（火）
3月18日（水）

コース（案）

木津川堤防方面
神童子方面
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■ 麻しん・風しん2期の予防接種
平成18年に予防接種法が改正され、就学前のお子さん（保育園・幼稚園の年長児）が麻しん・風しんの2期の対象

になりました。改正前は、麻しん・風しんは1回ずつの接種で完了していましたが、麻しん風しん混合ワクチンが
開発され、1度に2種類の予防接種をおこなうことで、2つの病気の免疫力を高め、持続させるためのものです。
対　象 就学前のお子さん（平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの方）

■ 麻しん・風しん3期・4期の予防接種
3期(中学1年生相当の方）、4期(高校3年生相当の方)を対象に、平成24年度まで実施します。
麻しんは、平成19年に10～20歳代を中心とした年齢層で流行が生じ、多数の学校が休校措置をおこなうなど

の社会的混乱がありました。そのため、予防接種が改正され2回目の予防接種を受ける機会が設けられました。
対　象・中学1年生相当(平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれ)の方

公立中学校での集団接種が受けられなかった方
私立中学校に通われている方

・高校3年生相当(平成2年4月2日～平成3年4月1日生まれ)の方
その他・対象となる方には、個別通知(申込書・予診票等)をおこなっていますので、個別接種時にご持参ください。

・平成20年度の対象となる方で、乳幼児期に接種していない方は、今回の定期接種を受けた後に、2回目
の接種をおすすめします。費用は自己負担となりますが、免疫力をより確実にするためのものです。

・平成20年度の対象にならない方で、過去に一度も麻しん・風しん予防接種を受けたことのない方は、
まず1回を任意（自費）で受け、2回目のチャンスとして3期か4期の機会をご活用ください。

■ 二種混合（ジフテリア・破傷風）2期の予防接種
乳幼児期に受けた三種混合（ジフテリア・破傷風・百日せき）予防接種の、免疫力を持続させるためのものです。
対　象 小学校6年生のお子さん（平成8年4月2日～平成9年4月1日生まれの方）
各予防接種の接種方法
市内の指定医療機関（保健センターだよりに掲載）での個別接種です。
①希望の医療機関に事前に申し込み（電話など）をする。
②接種の当日は、保護者同伴のうえ、受診する。
③持参するもの…母子健康手帳・住民確認のできるもの（健康保険証など）

※麻しん風しん3期・4期の対象の方は、接種申込書
④医療機関で、体温計測・問診・診察の後、予防接種を受ける。
その他・接種費用は無料です。

・接種期間は、3月31日までに受けてください。 健康推進課　�75-1219
こんなセールスに要注意
最近、保健センターの名をかたり、避妊具等の訪

問販売をする悪質なセールスが横行しています。
保健センターから紹介することは、一切ありませ

んので十分にご注意ください。
心当たりのある方は早急に

「京都府警悪質商法110番」（�
075-451-9449）にご連絡・ご相
談をお願いします。

乳幼児の予防接種（2月） 無 料

Ｂ　Ｃ　Ｇ
山城保健センター（対象：旧山城町区域）
2月 4日（水） 受付　午後1時30分～2時30分
木津保健センター（対象：旧木津町区域）
2月18日（水） 受付　午後1時30分～2時30分
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子 宮 が ん

胃 が ん
肺がん（含結核検診）
大 腸 が ん

前 立 腺 が ん

20歳以上の女性

40歳以上の方

40歳以上の方

40歳以上の方

30歳以上の女性

40歳以上の女性

55歳以上の男性

頸がん　　700円　

頸がんと体がん
（医師が必要と認めた方）

1,000円
（受診時、医療機関の窓口で納付）

500円　
無料
（ただし、喀たん検査のみ500円）

200円　

無料

300円

下 里 医 院
〈近鉄山田川駅西〉

田辺中央病院
〈近鉄新田辺駅西〉

井出産婦人科
〈田辺高校東〉

公立山城病院
〈JR木津駅前〉

アスピアやましろ

山城保健センター

加茂保健センター

木津保健センター

4月6日～8月31日の月・火・水・金・土曜日の午前9
時～11時、月・火・水・金曜日の午後5時～7時（6月
6日、8月14日～17日、8月28日、29日を除く）
4月6日～8月31日の月・水曜日の午前8時45分～11時、
金曜日の午後1時30分～2時30分。ただし、病院に要
予約。（病院の都合により、検診日時が変わる可能性
がありますので予約時に確認して下さい。）
4月6日～8月31日の月～土曜日の午前9時～正午、
火・金曜日の午後5時～7時30分受付（8月13日～
15日を除く）
4月7日～9月15日の火曜日の午後1時～2時30分（8月
11日を除く）。ただし、木津川市役所健康推進課（本庁）
に要予約。先着1350名。
4月6日～8月31日の月～金曜日の午前9時～正午、
月・火・金曜日の午後5時～７時30分。(8月13日～
15日を除く) 
4月6日～8月31日の月～土曜日の午前9時～正午、
月・火・水曜日の午後5時～7時、7月の月・木曜日
の午後1時～2時受付。ただし、病院に要予約。
4月6日～8月31日の月・水・金・土曜日の午前10時
～午後0時30分と午後1時～3時、月・火・水・金曜日
の午後6時～8時、（8月12日～16日を除く）。ただ
し、病院に要予約。
4月6日～8月31日の月・火・水・金・土曜日の午前
9時～11時30分、月・火・金曜日の午後4時～5時
30分受付（8月14日、15日、8月17日～19日を除く）

4月6日～8月31日

4月10日（金）・11日（土）

4月13日（月）

4月14日（火）・15日（水）・16日（木）・17日（金）・18日(土)

4月29日（水）・30日（木）・5月7日（木）・8日(金)・9日（土）・
11日（月）・12日（火）・13日（水）・14日（木）・15日（金）・
16日（土）・18日（月）

検 　 診 　 名 対 　 象 料 　 金 検診場所 検診期間・受付日時（日・祝日除く）

創愛クリニック
〈精華台、私のしごと館前〉

きゅうまウイメンズクリニック
〈京奈和自動車道木津IC東〉

いわたレディースクリニック
〈イオン高の原ショッピングセンター3F〉

華クリニック
〈高の原小学校東隣〉

その他京都府内
指定医療機関

40歳代　　　600円
50歳以上　 300円

視　　触　　診

視触診＋マンモグラフィー

＜総合がん検診日程表＞

申込・問合 2月19日 午後5時30分（当日消印有効）までに、健康推進課が郵送した申し込みハガキに必要事項を記入し、直接持参
するか、切手を貼って返送ください。また、転入の方やハガキが未到着の方は電話、Faxで下記へ申し込みください。
期限を過ぎたものは受付できませんのでご了承ください。木津川市役所健康推進課（本庁） �75-1219 Fax75-2083

子宮がん検診の予約が必要な医療機関については、申し込み終了後に送付される「子宮頸がん検診受診票兼結果通
知書」で詳細を確認のうえ予約してください。
※後期高齢者医療被保険者証・高齢受給者証・福祉医療費受給者証・障害者手帳などをお持ちの方、または生活保
護世帯・市民税非課税世帯の方は無料です。（受診料支払い時に各証明書類などを提示ください）

乳　が　ん大 腸 が ん肺がん（含 結核検診）胃　が　ん子 宮 が ん
子宮がんには2種類あ
り、頸部（入り口）にでき
る「頸がん」と体部（奥）
にできる「体がん」があ
ります。日本では圧倒的
に頸がんが多く、体がん
は全体の10％前後です
が、欧米での比率は半々
であるという報告もあり
ます。日本のライフスタ
イルが欧米型に近づいて
いることから、体がんの
増加が心配されます。

胃がん検診では胃潰
瘍やポリ－プの発見
が、おもな目的にな
ります。ごく早い時
期に胃がんが発見さ
れたとき、特別な症
状がないので本人が
気付かないことが少
なくありません。し
かし、治癒率は年々
向上しています。早
期発見が、重要なポ
イントになります。

近年のがんでの死亡
率では肺がんが胃が
んを上回ったことが
明らかになっていま
す。喫煙が、肺がん
発生を誘発する事は
指摘されています。
喫煙量が増えれば、
肺がんにかかる率も
増加し、喫煙期間が
長ければ長いほど肺
がんにかかりやすく
なります。

食生活の欧米化の影響
で年々増加しています。
満40歳以上の方は毎
年、がん検診（便潜血検
査）を受けましょう。便
の色（黒ずんでいる・血
や粘液が混じってい
る・白っぽい）、便の臭
いやかたさ（悪臭がひど
い・ひどい便秘や下痢
を繰り返す）などを日ご
ろから気をつけて観察
しましょう。

高蛋白質、高脂肪、高
エネルギ－の食事で日
本人の体格も向上して
います。女性の初潮が
早く始まり、閉経の時
期も遅くなっています。
月経の期間が延びた結
果、乳がんの発生や進
行に関係する女性ホル
モンの影響を受ける期
間が長くなることが、
乳がんの増加に関係し
ているようです。

細胞診
綿棒などを使って子
宮の内部をこすり細
胞を採取し、顕微鏡
で調べます。

内診
子宮や卵巣がはれて
いないか、膣や頸管
にトラブルはないか
などを診察します。

胃部間接撮影
検査前にバリウムの
造影効果を高めるた
め、胃腸は空っぽに
しておきます。バリ
ウムを飲んで、X線を
照射する検査です。

胸部間接撮影
息を止めた状態で撮
ります。
喀たん検査（必要な方のみ）
問診の結果で喀たん細胞
診がおこなわれます。
対　象
・喫煙指数（1日の本数×年数）が
600以上の方　　　　　　　　　　　

・１年以内に血たんのあった方 など
※結核検診

40歳以上の方が対象です。結核検診の
みの受診はできませんので、必ず肺が
ん検診を申し込みください。

便潜血検査
目に見えないようなわ
ずかな出血を検出し、
食道、胃、小腸、大腸
などの消化管のがんな
どを発見するのに最も
簡便で役に立つ検査で
す。免疫反応を利用し
て、人の血液だけを検
出できるようになり、
検査前の食事制限をし
なくてもよくなってい
ます。検体を2日分提
出しないと、検査でき
ません。

前立腺がん
前立腺は男性だけに
ある臓器です。以前
は、日本人は前立腺
がんにかかりにくい
と言われていました
が、食生活の欧米化
や社会の高齢化など
で男性のがんの中で
はもっとも増加率が
高くなっています。

腫瘍マーカー
（PSA測定）

採血による検査です。
腫瘍マーカーは、が
んになったときに血
液中に増える物質の
ことで、前立腺がん
の場合は、PSAとい
う物質が増加します。

視触診
医師による視診、触
診がおこなわれます。

マンモグラフィ
検診車で乳房の撮影
をします。女性のス
タッフが対応します。
検査結果で何らかの
疑わしい兆候があれ
ば病院受診により超
音波検査、細胞診な
どをおこないます。

種類

内
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この検診は、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、肝炎の感染状況を知り、肝炎による健
康障害を防ぎ、早期発見・治療することにより、症状を軽減させ、進行を遅らせることを目的としています。
対　象 昭和44年4月2日～昭和45年4月1日に生まれた方

※過去に肝炎ウイルス検査を受けられた方や肝炎治療中の方は受けられません。
※対象者には申し込みハガキを送付いたします。（検診申込書をご確認ください。）

実施期間 がん検診と同時実施
アスピアやましろ　4月10日（金）、11日（土）
山城保健センター　4月13日（月）
加茂保健センター　4月14日（火）～18日（土）
木津保健センター　4月29日（水）、30日（木）および5月7日（木）～18日（月）（日曜日除く）

検診項目 血液検査（HBｓ抗原検査およびHCV抗体検査）
持ち物 受診票、検診費用500円または費用免除書類（会計時に提示してください）

※費用免除書類は、福祉医療費受給者証、障害者手帳等、生活保護世帯および市民税非課税世帯証明書です。
申込・問合 2月19日 午後5時30分（当日消印有効）までに検診申込書を木津川市役所健康推進課（本庁）（�75-1219）へ。

肝炎ウイルス検診を受けましょう

主な症状
�体がだるい、疲れやすい
�食欲がない
�吐き気がする
�尿がコーラ色になる
�眼球の白い部分や皮膚が黄色くなる（黄疸）
◆B型肝炎ウイルスの特徴
・血液を介して感染します。
・感染経路は性行為、母子感染などに限られています。
◆C型肝炎ウイルスの特徴
・血液を介して感染します。
・感染力は弱く日常生活でうつることはありません。

肝臓の状態によって治療が必要になったら、専門
医と相談して治療方法を決めていきましょう。専
門医による注意深い治療が必要です。

・主治医と相談して治療方針を決める。
・肝臓に負担をかけないように健康的な生活を心が
け、タバコやアルコールは控える。

肝炎ウイルスは日常的な接触で感染することはあ
りません。しかし、他人への感染を防ぐために以
下のことに注意する必要はあります。

・献血や臓器提供をしない。
・出血したら、なるべく自分で手当てする。手当て
を受ける場合は、相手に血液や分泌物がつかない
ようにし、血液や分必物のついたものは捨てるか、
流水で洗い流す。

・血液がつくようなもの（カミソリ、歯ブラシなど）は
自分専用のものを。

・赤ちゃんに口うつしで食べ物を与えない。

肝臓が炎症を起こし、肝臓の細胞が壊れて働きが悪くなる病気を肝炎といいますが、肝炎の原因の大半はウイ
ルスによるものです。肝炎は症状が軽かったり、出ないため、本人が気付かない場合が多いのが特徴です。

健康推進課　�75-1219

女性ホルモンの減少により、骨量減少の速度が亢
進します。一度骨密度を測定してみませんか。
と　き 総合がん検診と同時実施
場　所 アスピアやましろ　4月10日（金）・11日（土）

山城保健センター　4月13日（月）
加茂保健センター　4月14日（火）～18日（土）
木津保健センター　4月29日（水）・30日（木）

5月 7日（木）～18日（月）
※日曜日除く

対　象・40歳の女性の方（昭和44年4月2日～45年4月1日生）
・45歳の女性の方（昭和39年4月2日～40年4月1日生）
・50歳の女性の方（昭和34年4月2日～35年4月1日生）
・55歳の女性の方（昭和29年4月2日～30年4月1日生）
・60歳の女性の方（昭和24年4月2日～25年4月1日生）
・65歳の女性の方（昭和19年4月2日～20年4月１日生）
・70歳の女性の方（昭和14年4月2日～15年4月1日生）
※健康増進法に基づく対象者です。

内　容 超音波による骨密度測定・栄養士による結果説明
申込・問合 2月19日 午後5時30分（当日消印有効）までに

検診申込書を木津川市役所健康推進課（本庁）
（�75-1219）へ。

骨粗しょう症検診
制度概要 不妊症のために不妊治療を受けておられる

夫婦に、保険適用のある治療費用の一部を
助成する制度です。

助成対象 保険適用のある不妊治療
助成内容 不妊治療に要する保険診療自己負担額の2分の1
限度額 1年度につき3万円

※夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、
それぞれにつき3万円

対　象 申請書の提出日において、京都府内に1年以上
住所を有し、市内にお住まいの夫婦で、各種
医療保険に加入している方

申請期間 受診の日から1年以内
必要な物 不妊治療機関等証明書（様式は健康推進課に

設置）、健康保険証、振込先のわかるもの（郵
便局除く）、印鑑

その他 体外受精・顕微授精については、京都府の制
度で助成がうけられる場合があります。詳
しくは山城南保健所（�72-4300）に問い合
わせください。

問合せ 健康推進課　�75-1219

ご存知ですか？ 不妊治療費の助成制度

無 料
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聴こえに不自由があって障害者手帳を取得された方
などを対象に、京都府身体障害者更生相談所による
「身体障害者相談（耳鼻咽喉科）」がおこなわれます。
と　き 2月25日（水） 午後1時30分～3時30分
ところ 京都府木津総合庁舎「会議室」（木津上戸18-1）
相談員 京都府身体障害者更生相談所　医師など
内　容 医師等による聴覚障害に関する相談、補聴

器の利用相談など
申　込 2月18日までに、電話またはFaxで下記へ。

（先着順）
社会福祉課 福祉係　�75-1211 Fax75-2083
※Faxの場合は、「身体障害者相談申込」と明
記し、住所、氏名、生年月日、電話、Fax番
号、相談したい内容をお知らせください。

その他・身体障害者手帳、現在お使いの補聴器を持
参ください。

障害のある方の就労を支援するための
フォーラムがおこなわれます。発達障害当事者の方
からの就労体験などの報告と、関係機関からの実践
報告に基づくシンポジウムです。関心のある方はぜ
ひ参加ください。
と　き 3月1日(日)

午後2時～4時30分
（開場　午後1時30分）

ところ 中央交流会館（いずみホール）
「多目的ホール」

内　容・基調講演
「障害者が働くための環境作りについて」
フリーライター・ディレクター　大橋 広宣 氏
（NHK教育テレビ「ハートをつなごう」発達障害特集などに出演）

・シンポジウム
定　員 200人（先着順）
申　込 2月20日までに、電話、Fa x、または電子

メールで、下記へ。
・京都府山城南保健所福祉室（担当 尾藤）
�72-0979 Fax72-8412
E-mail：s-bito13@pref.kyoto.lg.jp

・(福) 相楽福祉会　相楽地域障害者生活支
援センター（担当 傍島）
�93-3936 Fax93-3937
E-mail：souraku-shien@piano.ocn.ne.jp

主　催 山城南圏域障害者自立支援協議会
京都府山城南保健所

～精神障害のことを知ろう～
精神障害のある方々への理解を深めるための講演

会です。関心のある方はぜひ参加ください。
と　き 2月28日（土） 正午～午後4時
ところ 東部交流会館「多目的ホール」

（JR木津駅から木津高校方面へ徒歩10分）
内　容・「ちのくらぶ」のみなさんによるライブ＆トーク

・山城南圏域および精華町自立支援協議会精
神障害者部会の活動報告

・ほっとはあと（圏域内の福祉事業所による授産
製品の販売）の出店

定　員 100人
申　込 電話またはFaxで下記へ。

山城南圏域障害者自立支援協議会 事務局
（相楽地域障害者生活支援センター）
�93-3936 Fax93-3937

主　催 京都府山城南圏域障害者自立支援協議会
京都府山城南保健所

要予約

無 料

障害のある方々の働く職場を、企業や福祉関係者
の方々に見学していただき、障害者雇用の実際と活
用できる制度などについて説明します。
と　き 2月13日（金） 午後1時30分～4時30分
集　合 JR木津駅（バス）
行き先 ①（福）本願寺龍谷会（城陽市名奈島）

② ワタキューセイモア株式会社（井手町多賀）
対　象 相楽地域内の企業主、障害福祉関係者など　
定　員 約30人（先着順）
申　込 Faxまたは電子メールに名前、所属、連絡

先を記入し、下記へ。
京都府山城南保健所福祉室（担当 尾藤）
�72-0979 Fax72-8412
E-mail：s-bito13@pref.kyoto.lg.jp
（福）相楽福祉会　相楽地域障害者生活支援
センター（担当 傍島）
�93-3936 Fax93-3937
E-mail：souraku-shien@piano.ocn.ne.jp

主　催 山城南圏域障害者自立支援協議会
京都府山城南保健所

無 料

無 料

身体障害者や知的障害者に関する制度の手続きや、
日ごろの疑問など、何でも気軽にご相談ください。
と　き 2月12日（木） 午後1時30分～3時30分
ところ 山城福祉センター「第2会議室」
と　き 3月12日（木） 午後1時30分～3時30分
ところ 市役所北別館「第1会議室」
相談員 京都府身体障害者相談員

京都府知的障害者相談員
問合せ 社会福祉課　�75-1211 Fax75-2083

※1 住民税課税所得が年145万円以上の方とその世帯に属する方。
※2 属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の方。
※3 属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除（年金の

所得は控除額80万円として計算）を差し引いた時に0円となる方
※4 過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

▼ 申請に必要な書類
・領収書・国民健康保険被保険者証・印鑑
・振込先金融機関がわかるもの（郵便局を除く）
・国民健康保険高齢受給者証（70歳以上でお持ちの方）

▼ 「75歳到達月における自己負担限度額の特例」について（平成21年1月診療分から）
月の途中で75歳の誕生日を迎えて長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者となる場合、それまで

加入していた医療保険制度（国保・被用者保険）で自己負担限度額まで負担し、長寿医療制度でも自己負担
限度額まで負担することとなることから、被保険者から見れば、一部負担金等の額が前月と比べて2倍とな
ることが生じます。
そこで、75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度（国保・被用者保険）と誕生日後の長寿医療制

度における自己負担限度額を本来の2分の1に設定します。
これにより、誕生月における自己負担限度額の合計は前月と同様になり、月の途中に75歳になることに

起因して、一部負担金等の額が増額となることは解消されます。

限　度　額（支給3回目まで） 限度額（4回目以降）※2

一般の被保険者
上位所得者 ※1
低所得者

80,100円
150,000円
35,400円

44,400円
83,400円
24,600円

（医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1％を加算）
（医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1％を加算）

自　己　負　担　限　度　額（月額）

一般の被保険者

現役並み所得者 ※1

低所得者Ⅱ ※2

低所得者Ⅰ ※3

12,000円

44,400円

8,000円

8,000円

44,400円

80,100円

24,600円

15,000円

外　　来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

医療費が267,000円を超えた時は、超えた
分の1％を加算※4（4回目以降は44,400円）

同じ方が同じ月に、医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を
超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。

※1 保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯にあたります。所得の申告が
ない場合には上位所得者とみなされますので、忘れずに申告してください。

※2 過去12か月の間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

自己負担限度額（70歳未満の方）

自己負担限度額（70歳以上75歳未満の方）

（住民税
非課税世帯）

住民税
非課税
世帯

国保医療課　�75-1214

障害者雇用の理解のために
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◆変更された内容
�登録された台帳は、総務課・社会福祉課・民生児童
委員（担当地区）が保有することになっていましたが、
これからは、総務課・社会福祉課・民生児童委員（担
当地区）・消防署・消防団（地区）・自主防災組織（地
区）で情報を共有することになります。

�その他、登録に必要な事項の記入欄が増えています。

◆登録対象
①乳幼児（0～3歳）、妊婦で、日常的に援護が必要な方

②高齢者で、日常的に援護が必要な方
・満65歳以上の一人暮らし高齢者
・満65歳以上の高齢者のみの世帯
・介護保険における、要介護3～5認定者のうちで
在宅高齢者等

③身体障害者(視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、
内部障害等)で、日常的に援護が必要な方
・身体障害者手帳の等級が1～2級で在宅障害者

④知的障害者（児）で、日常的に援護が必要な方
・療育手帳の等級がＡで在宅障害者

⑤在宅の精神障害者
・精神障害保健福祉手帳１級で在宅障害者

⑥母子世帯・父子世帯の児童
・小学生以下の児童

⑦疾病等による自宅療養者で、自力避難が困難な方

⑧その他申出のあった者で、援護が必要と認められる方

◆災害時には
登録を済ませたからといって、必ず助けてもらえる

と決め込んで待っているだけではいけません。自分か
ら周りの人々といつも良い関係をつくるよう努力して
いただくことが必要です。また、災害時には助けてく
れると思っているみなさんも、どのような事情が発生
しているかわかりません。自分の身は自分で守ること
に心がけましょう。

◆その他
・災害時要援護者台帳は、災害対策の目的以外に使用
しませんのでご安心ください。

・大災害の時は、交通網の寸断、通信手段の混乱など
ですぐには市や消防、警察の救助が得られない可能
性があります。そんなとき頼りになるのは、ご近所
の方や地域の方の協力です。市では民生・児童委員
などと情報共有し、ふだんからの見守り活動を通じ
て地域ぐるみで要援護者の支援をしていこうと考え
ています。平時には年に1～2回、地域支援者（民
生・児童委員や社会福祉協議会等）の見守り訪問が
ありますので支援体制作りに協力してください。

問合せ 社会福祉課　�75-1211 Fax75-2083

災害時要援護者台帳登録制度更新をおこないます（加茂地区）
～災害時要配慮者台帳を災害時要援護者台帳に名称を変更します～

災害時要援護者台帳登録されている方の更新をおこないます。昨年同様、民生児童委員の訪問などで更新
をおこないます。個人情報の共有について変更がありましたので、再度、確認のうえ災害時要援護者台帳登
録に同意される方は、申請書に必要事項を記入してください。
※2月中旬～3月までに訪問されますので、よろしくお願いします。

次世代育成支援行動計画（後期計画）の策定にあたり、2月から3月にかけてニーズ調査をおこないます。調査
対象は、小学校や保育園などに通学・通園されている児童（一定のルールによりクラス単位で抽出）と、無作為
に抽出した就学前児童のおられる世帯です。
この調査は、就学前児童・就学児童をお持ちのみなさんに、木津川市の子育て支援についてのご要望などを

お伺いして、今後の子育て支援計画の策定を進めるうえでの貴重な資料とさせていただくためのものです。
調査票に記入されたことがらは、今後の子育て支援計画を策定することだけに使われるもので、その他の目

的に用いられることは決してありません。調査票を受け取られた方は、ご協力いただきますようよろしくお願
いします。

子育て支援課　�75-1212
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お互いに見守りあって安心して暮らせるまちづく
りのため活動を続けている「高齢者見守り隊（お元
気サポーター）」活動。事例を学び今後に生かす研
修会をおこないます。
見守り隊員さん、サポーターさん、活動に関心を

お持ちの方どうぞご参加ください。
と　き 2月16日（月） 午後1時30分～4時
ところ 中央交流会館（いずみホール）
内　容・事例報告　木津・加茂・山城支所代表

・参加者とのディスカッション
定　員 200人
申込・問合 1月30日までに木津川市社会福祉協議会

（�71-9559）へ。

と　き 3月22日（日）
午前10時45分～午後2時30分

ところ 京都テルサ（京都市南区新町通九条下ル）
内　容 知事といっしょにレクリエーション、記念

品贈呈
申　込 2月13日までに、ハガキに「新入学児童の

つどい参加希望」、住所、電話番号、保護
者・新入学児童および同行する兄弟姉妹の
名前（フリガナ）、生年月日、性別、最寄り
駅、参加人数を記入し、下記へ。
申込多数の場合は、抽選します。
〒604-0874 京都市中京区清水町375
京都府立総合社会福祉会館内

・京都府母子寡婦福祉連合会（母子家庭の方）
・京都府民生児童委員協議会（父子家庭の方）

その他・昼食を用意しています。
・欠席者には記念品はありません。

問合せ 京都府母子寡婦福祉連合会
�・Fax075-223-1360

京都府民生児童委員協議会
�075-256-7083 Fax075-256-7084

京都府　家庭支援課　母子・父子担当
�075-414-4585

府内（京都市を除く）に居住している市町村民税非
課税世帯の子どもで、下記の世帯区分に属する方に
対して支給される奨学金制度があります。
世帯区分 母子世帯、父子世帯、児童世帯、障害者世

帯、長期療養者世帯
申請書受付期限
第1次…2月27日（金）＜新1年生のみ受付＞
第2次…6月30日（火）
随　時…7月1日以降申請分

＜申請受付の月分からの支給になります＞
問合せ 京都府山城南保健所福祉室　�72-0208

子育て支援課　�75-1212

無 料

木津川市の公共交通には、鉄道・バス・タクシーなどがありますが、公共交通間の連携が不十分であ
ることから、地域特性に応じた利便性の高い地域公共交通システムを構築する必要があります。そこで、
市では市民にとって利用しやすく満足度の高い持続可能な地域公共交通対策に取り組むため、木津川市
地域公共交通総合連携計画の策定作業を進めています。
この度、その基本方針となる木津川市地域公共交通総合連携計画中間案がまとまりましたので、広く

市民のみなさんからのご意見を募集します。
なお、いただいたご意見などについては、これに対する考え方を整理し、市のホームページなどで公表し

ます。

募集期間
対　　象 市内にお住まい、お勤め又は在学している方。市内の事業所など。
提出・問合 2月24日（当日消印有効）までに、意見提出用紙に住所、氏名を記入し直接、または郵送、Fax、

電子メールで下記へ。
〒619-0286（市役所専用番号） 木津川市地域公共交通総合連携協議会：学研企画課
�75-1201 Fax75-2701 E-mail：kikaku@city.kizugawa.lg.jp

そ の 他・中間案は閲覧とさせていただきます。
・意見提出用紙は、学研企画課、加茂・山城支所地域総務課、中央・加茂・山城図書館にあるほか、
木津川市ホームページからもダウンロードできます。

パブリック・コメント ご意見をお待ちしています

木津川市では、市民のみなさんがスポーツをおこなう団体を支援するために、スポーツ団体登録の制度が
あります。スポーツ団体に認められますと、社会体育施設の使用料の減免を受けることができます。
申請に関する詳細は、社会教育課社会体育係（中央体育館内）へ問い合わせください。
木津川市スポーツ団体登録基準
① 自主的な活動および運営がおこなえること。
② 主な活動の本拠地及び連絡先が市内にあること。
③ 団体としての規約（または会則）があること。
④ 継続的かつ計画的に活動をおこなう団体であること。
⑤ 団体構成員が木津川市在住在勤在学者で、10人以上であること。
⑥ 15歳以下の者が3分の2以上を占める団体は、成人の育成者または

指導者がいること。
⑦ 次のいずれにも該当しないこと。
（1）営利を目的とする事業又はそれに類する行為を行う団体　
（2）特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体
（3）公の選挙に関し特定の候補者を支持し、または反対する団体
（4）宗教活動をおこなう団体
（5）講師が中心となり月謝をとり活動している団体
（6）公序良俗に反する団体
（7）その他、教育委員会が不適当と認める団体 社会教育課 社会体育係　�73-2323

援助内容
社会体育施設の使用料の、5割
減免を受けることができる。

提出書類
・木津川市スポーツ団体登録申請書
・規則（会則）
・年間活動計画書
・予算書および決算書

その他
虚偽の申請、またはスポーツ団
体としてふさわしくない行為を
したと認めたときは、その登録
を取り消します。

～子育て仲間をひろげ、話し相手をつくろう～
期　間 4月～9月　毎月2回（水曜日）
対　象 市内にお住まいの1歳6か月以上の子どもと保護者
費　用 無料（材料費のみ徴収する場合があります）
申　込 3月11日（必着）までに、往復はがきに子ど

もの氏名（ふりがな）、生年月日、および
保護者の住所、氏名、電話番号を記入し、
下記の希望するセンターへ。
※返信面には必ず保護者の住所、氏名を記
入ください。

・木津子育て支援センター（清水保育園内） 40組
〒619-0214 木津清水123-2 �71-1115

・東部子育て支援センター（梅美台保育園内） 60組
〒619-0215 梅美台1丁目10 �71-8041

その他・重複での申し込みはできません。
・申込者が多数の場合は抽選させていただき
ます。

職　種 面接相談員
募集人員 1人
応募資格・普通自動車運転免許をお持ちで、福祉業務

経験が概ね10年以上で、うち概ね2年以上
は福祉事務所での業務経験があること

・その他条件あり
仕事内容 生活保護の相談・援助業務など
勤務体制 週5日（37時間30分）
応募方法 2月16日～3月10日（必着）に、直接または

郵送で履歴書（写真添付）を社会福祉課へ。
※必ず事前に電話で連絡してください。

その他・待遇は木津川市非常勤嘱託職員取扱規則に
基づきます。

・面接により選考します。
・試験日など詳細は申込者に連絡します。
・応募資格、仕事内容の詳細は市ホームペー
ジに掲載します。

問合せ 社会福祉課　�75-1211
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浄化槽の水質検査の徹底に
ついて（お願い）

浄化槽所有者は、浄化槽の保
守点検や清掃などの維持管理以
外に「設置後の水質検査」と
「定期検査」をおこなうことが、
浄化槽法により義務付けられて
いますので、以下の専門機関へ
委託してください。
これらの検査を怠ると罰則が

科されます。

設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)
：使用開始後3～8か月の間に1回

目　的 浄化槽設置工事が適切におこなわれ、浄化槽
の機能を発揮しているか否かを確認する。

委託先 (社)京都浄化槽協会　�075-751-9065
委託料 浄化槽設置時に納入していただいているので、

新たな委託料金は不要です。

※罰則：水質検査をおこなわない場合は30万
円以下の過料（浄化槽法第66条の2）

定期検査 (浄化槽法第11条)：毎年1回

目　的 浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機
能を発揮しているか否かを確認する。

委託先 (社)京都保健衛生協会　�075-681-1727
委託料 5,000円／1回

※罰則：定期検査をおこなわない場合は30万
円以下の過料（浄化槽法第66条の2）

一般廃棄物処理手数料の改正について
4月1日から、打越台環境センターの焼却処理手数

料が下記の通り変わります。なお、加茂地域にお住ま
いの方や加茂地域の事業者は、打越台環境センターへ
ごみを持ち込むことはできません。
各種ごみの料金

問合せ 相楽郡西部塵埃処理組合　�93-1034
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環  境 

まち美化推進課　�75-1215

木津地域の下の区域にお住まいの方の「燃やすごみの収集日」が4月3日から次のように変わります。
詳細は、地図をご覧ください。

■区　域（区及び町内会など）

木津区：上津町のうち、JR奈良
線より東側で、かつ、府
道47号（天理加茂木津
線）より南側の区域、城
戸町のうち国道24号よ
り東側の区域、灯篭寺
町、峠町、北畑町、南
畑町、片山町、第1向陽
台、第2向陽台、グリー
ンコート川原田の全域

本町東区：恵美須1丁目のうち、
府道47号（天理加茂木津
線）より南側の区域、恵
美須2丁目のうち、国道
24号より東側で、かつ、
府道47号（天理加茂木津
線）より南側の区域、駅
前団地、ファミリータ
ウン木津川原田の全域

梅谷区：全域

その他：太枠内にお住まいの方

■区域図

燃やすごみの収集日が 「水・土曜日」から
「火・金曜日」へ変わります。

�事業系の事業系一般ごみとは
木津川市・精華町で事業をする事業者で、直接打越
台環境センターへ持ち込むごみ、および一般廃棄物
収集運搬業の許可業者へ委託して打越台環境センタ
ーへ持ち込むごみ
�一般ごみとは
木津川市・精華町の住民で直接打越台環境センター
へ持ち込むごみ　　　
�一般の粗大ごみとは 畳

種　別

事業系

一　般

基　準

事業系一般ごみ
一般ごみ
粗大ごみ

単位

kg

手数料

28円
26円　
35円

最近、犬や猫のフンや鳴き声に対して苦情が増えてい
ます。散歩のときには、必ずスコップ・袋を忘れずに携
帯し、フンの後始末をおこなってください。
猫については、特にトラブルが増加しています。ルー

ルを守って飼いましょう。野外で
猫にエサを与える時は、他人に迷
惑をかけないように責任を持って
ください。エサを与えるなら、愛
情と同じだけの責任が必要です。

『しつけ』は飼い主の義務です

平成21年4月1日から家電リサイクルの対象商品に衣類乾燥機
及び液晶・プラズマテレビが加わります

家電メーカーや小売店が使用済み家電製品を引き取り、再商品化（リサイクル）し、消費者がそのための費用
を負担することを定めた家電リサイクル法が施行されております。
今回、平成20年12月2日の閣議で衣類乾燥機及び液晶・プラズマ

テレビが対象商品に加わることが決定されました。平成21年4月1日
からリサイクル料金が必要となりますのでご注意ください。

液晶・
プラズマテレビ
衣類乾燥機

家　電　種　類
15型以下
16型以上

―

1,785円
2,835円
2,520円

お知らせ
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「約束を果たして手にした銅メダル」
～輝くために私のしたこと～

と　き 2月7月（土）
午後2時～（開場午後1時30分）

ところ 加茂文化センター「あじさいホール」
定　員 300人（先着順） ※事前申し込みが必要です。
協力金 500円
主催・申込・問合せ
NPO法人 夢街道国際交流子ども館　�76-0129

イベント名
第16回相楽の文
化を創るつどい

木津川市福祉
大会

と　　き
2月8日（日）
午後1時～

2月28日（土）
午後1時～

料金

無料

無料

無料

主　　催
相楽の文化を創る
つどい実行委員会

木津川市文化協会

木津川市社会福祉
協議会・木津川市

～スプリングコンサート～
と　き 3月20日（祝・金）
ところ アスピアやましろ「グリーンホール」
曲　目 サンサーンス「白鳥」、ヴィヴァルディ「春」

ディズニーメドレー ほか
チケット 前売 一般2,000円、小・中・高校生1,500円

当日　一般・学生とも上記の500円増しになります。
発売開始 2月4日 午前9時からアスピアやましろ窓口で発売開始。

2月5日 午前8時30分から電話予約受付開始。
その他・チケットは全席指定席です。

・お求めいただいたチケットは、取消・変更は
一切できません。

・前売完売の場合、当日券は販売しません。
・2月4日に完売した場合、電話予約はおこないません。 アスピアやましろカルチャー教室生が、日頃の練

習の成果を発揮します。気軽にご来場ください。
と　き 3月8日（日） 開演　午後1時　
ところ アスピアやましろ「グリーンホール」
出演講座 こども新体操・ほっぺんくらぶ・こども体育・

カラオケ・太極拳・ギター・こどもバレエ

～最新の発掘調査成果について、
わかりやすく説明します～

と　き 2月28日（土） 午後1時30分～4時30分
定　員 230人（先着順）
講　師 中島　正 氏、藤井　整 氏、伊野 近富 氏
その他 申し込みは不要です。
主　催 京都府教育委員会

（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター
後　援 教育委員会

無 料

無 料

▼一般投影(土曜・日曜・祝祭日　当日先着順　約60分　80席)
① 午前10時30分　② 午後1時30分　③ 午後3時　

▼団体予約投影(祝日を除く火・水・金)
10名以上で10日前までにご予約ください。

その他 小学生以下は保護者同伴でお願いします。

申込・問合 加茂プラネタリウム館（�76-7645）
午前9時～午後5時

（定休：月・木曜、祝日の場合は翌日）

市　内
市　外

3歳～小学生
無　料
200円

中高生
300円
300円

大 人
500円
500円

世界天文年記念イベント

望遠鏡で土星を見よう！
と　き

午後6時30分～7時30分
内　容 プラネタリウムおよび天体観望会
定　員 80席（先着順）
参加費 通常料金
申　込 3月7日～　電話または直接加茂プラネタリ

ウム館へ。
その他 夜間のため、中学生以下は保護者が同伴く

ださい。
持ち物 懐中電灯、運動靴、あたたかい服装
主　催 教育委員会

と　き 2月11日（祝・水）
1部　午前10時15分～
2部　午後 1時15分～

ところ アスピアやましろ
「グリーンホール」

チケット 前売　1,000円（アスピア
カルチャー現会員800円）
当日　1,300円

発売開始 現在、アスピアやましろ窓口で発売しています。
※電話予約もできます。

その他・お求めいただいたチケットは、取消・変更
等は一切できません。

・前売で完売の場合は、当日券は販売しません。

「自尊感情」という言葉を知っていますか。
「自分のことを好きになる気持ち」のことです。
今の子どもたちは、この感情の欠けている子が多いといわれます。
「自尊感情」は、「ほめられる」経験から育っていきます。
子どもは、認められることが、うれしいからです。
「よくがんばったね。」「えらいね。」「すごいね。」
小さな出来事でも、認められると、その努力を続けようという気持ちがわいてきます。
「結果」だけでなく、「過程」をほめてあげることもできます。
「つらかったね。」「悔しかったね。」「しんどかったね。」
寄り添う言葉も、心に届きます。
認められる気持ちを十分に味わうと、「夢」が持てる人に育ちます。
「夢」を持てる子どもが、一人でも多く育つように、家庭はもちろん、学校や地域の大人みんなで、「子ども
をほめる」言葉かけができるといいですね。
その場の温かな雰囲気を、子どもたちは大人になるまで覚えていてくれるでしょう。
そして、また、未来の子どもたちを、きっと「ほめて」くれるでしょう。

工事期間中は大変ご迷惑をおかけしましたが、
次の区域であたらしく公共下水道が利用できるよ
うになりました。清潔で快適な生活環境づくりの
ため、早期の公共下水道の接続（トイレ、台所、洗
濯機などの排水設備の改造）工事をお願いします。
なお、公共下水道接続による敷地内の排水設備

をするときは、市への手続きが必要です。
また、適正な施工のため、必ず市の指定工事業

者でおこなってください。指定工事業者以外の接
続工事は、違法（無断）接続になり、市条例で過料
を徴収します。 下水道課　�75-1252

�
加
茂
町
美
浪
南
の
一
部

平成21年2月1日から供用が始まった区域

2月21日（土）
・22日（日）
午前10時～

木津川市文化協会
文化フォーラム
（展示の部）
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入園料 おとな500円(70歳以上半額)、子ども250円
問合せ 花空間けいはんな(精華町北稲八間大路84)

�93-0811 Fax93-0998
URL http://homepage2.nifty.com/hanakukan/

休園日 木曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日～1月4日
開園時間 11月～2月は午前9時～午後4時
その他・教室・講習会などの申し込みは1か月前から受け付けます。

・全ての教室・講習会には講習料以外に入園料が必要です。

花 空 間 け い は ん な
■教室・講習会
月例家庭菜園教室
と　き 2月22日（日） 午前10時50分～正午
料　金 無料
定　員 なし
内　容 手軽な野菜作り　
講　師 花空間けいはんな園長
庭木の剪定教室
と　き 3月1日（日） 午後1時～2時30分
料　金 無料
定　員 25人
内　容 園内の樹木を使った剪定の実習　
講　師 長村 祐次 氏
■フラワーポッポの運休…2月・3月
■2月末までにご入園の皆さまに土曜・日曜・祝日は飲物割
引券（園内喫茶で利用）、平日は缶コーヒーをプレゼント。

内　　容

花空間けいはんなの四季を彩る園
内スナップ写真（応募作品）を展示

お洒落なアンティーク雑貨

と　　き

2月22日（日）
～3月22日（日）

3月7日（土）
・8日（日）

イベント名
2008写真コ
ンクール作
品展示
ユメミ・もぎ
とりセール

■展示会・作品展・イベント

■1組は保護者（高校生以上）1人と子ども（5歳以上）1人です。
■家族体験は先着順で、予約は開催日の30日前から7日前までの受け付けです。
※当日受付のみの体験もあります。
[エントランスなどで開催時間の15分前まで受け付けします（受付時間、場所が異なる体験もあります）] 

申込・問合 私のしごと館 家族体験予約係（火～日曜日　午前10時～午後5時）
�98-6121 Fax98-6202

私　の　し ご と　館
日程などの詳しい内容は、ホームページまたは、下記の問合せで確認
ください。（URL  http://www.shigotokan.jp/）

家族体験メニュー

エクステンションをつけてみよう

生地から作る簡単ピザ

パーマヘアーのリカちゃん人形を作ろう

宇宙のしごとを体験しよう

オリジナルハガキを作ろう

奈良筆を作ろう

キャニスターを作ろう(サンドブラスト)

チョコマドレーヌを作ろう

チョコチップクッキーを作ろう

テレビの仕事を体験しよう

トートバックを作ろう

大工の仕事体験

写真入りノートを作ろう

ネーム入りノートを作ろう

Ｔシャツをデザインしよう

ミニＴシャツをデザインしよう

パーマを巻いてみよう

家族のホームページを作ろう

定　　員

10組20人／回

12組24人／回

5組10人／回

6組12人／回

6組12人／回

15組30人／回

12組／回

12組／回

1グループ

4組8人／回

10組／回

5組10人／回

40組／日

15組30人/回

50組/日

4組8人/回

5組10人/回

体験料金

500円／組

1,000円／組

500円／体

300円／組

300円／組

1,000円／組

500円／組

600円／組

600円／組

300円／グループ

500円／組

1,000円／組

300円／組

300円／組

1,000円／組

500円／組

500円／組

300円／組

9組18人／回
（6組12名の日もあり）

け い は ん な 記 念 公 園
◆おおきな焚き火　松焼きにあたろう　予約制
と　き 2月7日（土） 午後1時～4時　
ところ 芽ぶきの森
対　象 小学生以下
参加費 300円
申　込 事前予約が必要です

◆バレンタインコンサート
～クラリネットアンサンブルの演奏会～
と　き 2月14日（土） 午後2時～3時
ところ 水景園観月楼
参加費 庭園入園料のみ

◆下草刈りとササユリの植栽　　　　予約制
と　き 2月21日（土） 午前10時～正午
ところ 芽ぶきの森
対　象 小学3年生以下は保護者同伴
参加費 無料
持ち物 動きやすい服装、軍手

◆第3回公園の写真展
と　き 2月28日（土）～3月15日（日）
ところ 水景園観月楼1階「ギャラリー月の庭」
料　金 庭園入園料のみ

問合せ けいはんな記念公園管理事務所（�93-1200）
参　考 通常の開園時間：午前9時～午後5時

通常の入園料：一般200円、小中学生100円
URL http://www.keihanna-park.jp

けいはんな映画劇場
「まぼろしの邪馬台国」

（2008年 日本）
監　督 堤幸彦
出　演 吉永小百合、竹中直人、

窪塚洋介 ほか
公式HP http://www.mabotai.com/
と　き 2月20日(金)

午前10時30分～、午後2時～、午後7時～
2月21日(土)～22日(日) 
午前10時30分～、午後1時30分～、午後4時15分～

ところ けいはんなプラザ「メインホール」
料　金 一　　 般　　　　　　　　 1,000円

中学生以下、60歳以上　　　 700円
けいはんなプラザ友の会会員 700円

駐車場 無料
問合せ （株）けいはんなコンベンション事業部 �95-5115

け　い　は　ん　な　プ　ラ　ザ
けいはんなプラザ・プチコンサート
けいはんなプラザ・アトリウムロビーで毎週水曜日、カ

ジュアルスタイルなコンサートをおこなっています。若手
音楽家のみずみずしい音楽をごゆっくりとお楽しみください。
と　き 毎週水曜日　午後0時15分～0時45分
ところ けいはんなプラザ「アトリウムロビー」
料　金 無料（駐車場1時間未満無料）
2月4日 名曲ピアノコンサート

曲目：リスト／愛の夢 ほか
出演：西山　淳子（ピアノ）

2月18日 フルートとピアノの音彩
曲目：モーツァルト／トルコ行進曲 ほか
出演：福代珠美（フルート）、本山加奈（ピアノ）

2月25日 プチ音楽会～ピアノとチェロで～
曲目：エルガー／愛の挨拶 ほか
出演：藁澤夏海（チェロ）、東山洸雅（ピアノ）

問合せ けいはんなプラザ・プチコンサート実行委員会 �95-5105

NEW!!

NEW!!

NEW!!
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土曜シアター
◆『おちゃめなふたご

―クレア学院物語⑥―』
と　き 2月14日（土）

午後2時～3時15分
（開場　午後1時45分）

ところ 中央図書館「視聴覚室」

ホリデーシアター
◆『ホーム・アローン』
と　き 2月22日（日）

午後2時～3時50分
（開場　午後1時45分）

ところ 中央図書館「視聴覚室」

おはなし会
◆ 絵本・紙芝居のよみきかせ
（朗読サークル「こだま」）

と　き 2月7日（土）・28日（土）
午前10時30分～正午
2月21日（土）
午後2時～2時30分

一般書

■Xデーにそなえる新型インフルエンザ対策ブック
岡田　春恵 著　　朝日新聞出版
推定死者64万人! 史上最悪の大流行が起きたらどうす

る? 個人ができる防衛策は? 子どもたちの生活は? 会
社・学校の対策は? 新型インフルエンザを乗り切る術を
具体的に示した完全対策ブック。

■空とセイとぼくと 久保寺 健彦 著　　幻冬舎
生きるために大切なことは、全部セイが教えてくれ

た。犬と2人きりで育った数奇な運命の少年が、犬との
絆を守りながら成長する姿を、ユーモアとリアリティ
溢れる筆致で描いた感動作。

児童書

■ウォーリアーズ 2-1 真夜中に
エリン・ハンター 著　　小峰書店
タイガースターが亡くなり、4つの部族は平穏に暮ら

していた。ところが、各部族の猫たちが、恐ろしい予言
の夢をみて…。人間の知らない猫たちの世界を描く、フ
ァンタジー・シリーズ第2期。第1期全6巻もあります。

■はずかしがりやのれんこんくん
二宮 由紀子 著　　童心社
池に住んでるれんこんくんは、ものすごーく

はずかしがりや。理由は、体に穴があいている
から。れんこんくんを励まそうと、どじょうや
さかなたちが、れんこんくんのいいところを探
そうとしますが…。

中央図書館

おはなし会（おはなしポケット）
と　き 2月1日(日)・15日(日)

午前10時30分～11時

加茂図書館

おはなし会
◆「おかし」のおはなし
と　き 2月14日（土） 午前11時～
◆「ひなまつり」のおはなし
と　き 2月28日（土） 午前11時～

山城図書館

戸建住宅、アパート、マンションなどの住宅火災による死者数は、建物火災による死者数全体の約9割を占めて
います。そのうち実に6割近くが65歳以上の高齢者です。今後、高齢化により、住宅火災による死者数が増加す
る恐れがあります。こうした状況のもと、火災の発生をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器などの設置が
義務づけられました。
○ 新築住宅は、平成18年6月1日から義務化されています
○ 今お住まいの住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です

・取り付け場所は？
寝室・階段（煙式）と台所（熱式または煙式）
に設置が必要です。（寝室が1階の場合、階
段への設置の必要はありません）

・取り付け位置は？
部屋の天井または壁に取り付けます。
他の部屋にも設置するとさらに安心です。

設置例

住宅用火災警報器は、消防用
設備取扱店やホームセンター、
家電量販店、メーカーのウェブ
サイトなどでも購入できます。
また、感度やブザーの音量な

どが省令などの基準に合格した
NSマーク（日本消防検定協会の
鑑定合格証）付き
の住宅用火災警報
器を購入の目安に
してください。
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非常勤嘱託職員募集
募集職種・募集人員・応募資格

申　込 2月9日～12日（土・日・祝日除く）の午前9
時～午後5時に、直接子育て支援課へ。

持ち物 採用試験申込書、履歴書、作文、保育士証のコピー、
その他資格証明書のコピー（資格、免許等を有する方）

面接試験 2月16日（月）
作　文 原稿用紙3枚（1200字）以内で自筆（原稿用紙

はA4サイズ）
テーマ：「私の保育観」

合格発表 3月上旬に連絡します。
採用予定日 平成21年4月1日（水）
待　遇 ①給与等（非常勤嘱託職員取扱規則による）

月額：193,100円、期末報酬：なし、通勤手当：
状況に応じ支給、社会保険：加入、年次休暇：10日

②勤務時間等　週37.5時間、時差勤務あり
③雇用期間　平成21年4月1日～平成22年3月31日

問合せ 子育て支援課（採用について） �75-1212
人事秘書課（待遇について） �75-1234

「ふれあい農園」利用者募集
家族ぐるみで健康づくりのためにも野菜や花づくりをし

ませんか。土とふれあい、収穫の喜びを体験しましょう。
ところ 中央体育館東側の農園、木津川農園
貸付区画数
・中央体育館東側の農園
32区画（1区画当たり15平方メートル）

・木津川農園
22区画（1区画当たり15平方メートル）
5区画（1区画当たり30平方メートル）

期　間 4月4日～平成22年3月31日
料　金 15平方メートル当たり　年間6,000円
作　付 野菜や花など
対　象 市内にお住まいの方
その他・申し込みは1世帯1区画（申込多数の場合抽選）

・申込書は、木津町公園都市緑化協会（�72-
6050）で配布（請求いただければ、郵送します）
していますが、まちのホームページでも入手
できます。
URL  http://www.city.kizugawa.lg.jp/

申込・問合 2月27日までに必要事項を記入して下記へ。

嘱託職員募集

応募資格・保育士、幼稚園・小学校教員免許いずれかの
資格を有する方

・子どもが好きで、児童育成に熱意を持っている方
・昭和21年4月2日以降に生まれた方

勤務内容 子ども一人ひとりの状況把握（健康面・情緒面）、
生活習慣の習得援助、保護者との連絡調整 など

勤務時間 月曜日～金曜日　午後1時～6時（5時間／日）
土曜日・学校休業日（夏休みなど）
午前8時30分～午後6時のうち5～8時間／日

※1週間あたり30時間勤務
休日：日曜日、祝日、8月15・16日、

12月29日～1月4日
受付期間 2月16日～20日（午前9時～午後5時）午後5時

までに、履歴書(市販の用紙に必要事項を記
入のうえ、顔写真を貼付したもの)、資格証
明書の写しを持って、直接子育て支援課へ。

採　用 決定方法は、児童育成に関する作文と口述試験
(面接)をおこない、申込者の中から選考します。

試　験 試験日など、詳細は申込者に連絡し、受験後、
全員に合否結果を郵送します。

問合せ 子育て支援課　�75-1212

第2回「科学のまちの子どもたち」フォーラム
～けいはんな学研都市は子どもたちに何ができるか～
と　き 2月21日（土）

午後1時30分～5時30分（開場　午後1時）
ところ (財）国際高等研究所「レクチャー・ホール」

（木津川台9丁目3） ※駐車場あり
内　容・活動報告「科学のまちの子どもたち」プロジェクト

・特別講演「ノーベル賞とけいはんな学研都市」
講師：国際高等研究所所長　金森 順次郎 氏　　

・研究者から“私たちの研究、そしてビジネス”
・実践事例報告“出張授業、サイエンスカフェ、施設訪問”
・クロストーク－けいはんな学研都市は子ども
たちに何ができるか？　　　　

定　員 150人　　
申　込 2月20日までに、電話またはFaxで、関西文化学術

研究都市推進機構（�95-5105 Fax95-5104）へ。
※推進機構のホームページ（http://www.kri-p.jp）
からも参加申込ができます。

主　催 （財）関西文化学術研究都市推進機構
共　催 （財）国際高等研究所、（社）関西経済連合会
後　援 学研都市構成8市町の教育委員会

無 料

職　種

保育士

募集人数

若干名

応　募　資　格

① 昭和21年4月2日以降に出生された方
② 保育士資格のある方
③ 木津川市内の保育所に通勤可能な方
④ 時差勤務が可能な方

難病専門医相談（膠原病）
膠原病の病気や療養生活上での不安などについて、

専門医による個別相談をおこないます。
と　き 2月20日（金） 午後1時～4時30分
ところ 京都府山城南保健所
対　象 膠原病患者（疑いのある者を含む）とその家族

対象疾患：全身性エリテマトーデス、強皮症、
皮膚筋炎・多発性筋炎、ベーチェット病、
大動脈炎症候群、悪性・慢性関節リウマチ、
結節性動脈周囲炎、混合性結合組織病、ウ
ェゲナー肉芽腫症 など

相談員 京都大学医学部附属病院　免疫・膠原病科
大村 浩一郎 医師

申込・問合 2月13日までに、電話で京都府山城南保健所
保健室 健康担当（�72-0981）へ。

平成21年度予備自衛官補募集

受付・問合・自衛隊京都地方協力本部
〒604-0043 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438-1
�075-211-3471
E-mail：recruit1-kyoto@pco.mod.go.jp

・宇治地域事務所
〒611-0031  宇治市広野町西裏100-30  コメウビル2F
�44-7139

・木津川市役所総務課
〒619-0286 木津川市木津南垣外110-9
�75-1200

放送大学4月入学生募集
放送大学はテレビなどの放送により授業をおこなう

通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業した
い、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世
代の方が学んでいます。
ただいま平成21年4月入学生を募集しています。詳

しい資料を無料で送付しますので、気軽に問い合わせ
ください。
募集学生の種類

教養学部 科目履修生（6か月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）

大学院　修士科目生（6か月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）

出願期間 2月28日（土）まで
資料請求・問合せ
〒630-8589 奈良市北魚屋東町
奈良女子大学コラボレーションセンター3F
放送大学奈良学習センター
�0742-20-7870
放送大学ホームページ　http://www.u-air.ac.jp

京都地方法務局木津出張所における
商業・法人登記事務の取扱庁の変更について

昨年12月まで、木津出張所で取り扱っていた会社・法人登記事務は、現在、京都地方法務局法人登記
部門で取り扱っています。
なお、会社・法人の登記事項証明書、印鑑証明書の交付事務（動産・債権譲渡に係る概要記録事項証明

書の交付事務を含む）は、引き続き木津出張所で取り扱います。
また、不動産登記事務については、取り扱いの変更はありません。
京都地方法務局法人登記部門への登記申請は、インターネットを利用したオンライン又は郵送による

申請ができますので、ご利用ください。
問合せ 〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

京都地方法務局法人登記部門 �075-231-0292

合同パート企業面接会
ハローワーク宇治・田辺所管内に事業所を置く約

10社の企業が参加する、パート求人対象の面接会で
す。在職中の方も、ぜひ参加ください。
と　き 2月17日（火）

午後0時30分～午後4時
ところ 文化パルク城陽2階「ふれあいホール」

（城陽市寺田今堀1）
対　象 パートのお仕事をお探しの方
その他・事前の申し込みは必要ありません。

・履歴書を持参ください。
・託児ルームがあります。

問合せ ハローワーク宇治 �20-8609
ハローワーク田辺 �65-8609

職 種

児童クラブ
指導員

雇用予定人員

若干名

雇用期間

平成21年4月1日
～平成22年3月31日

募集種目

一　般

技　能

受　付　期　間

第1回
4月13日（月）まで

第2回
7月21日（火）～
10月9日（金）まで

※第1回で採用予定
数に達した場合、
第2回は実施しな
い場合があります。

試　験　日

第1回
4月18日（土）
4月19日（日）
4月20日（月）

第2回
10月17日（土）
10月18日（日）
10月19日（月）

※いずれか1日を
指定されます。

資　格

18歳以上
34歳未満
の方

18歳以上
で国家免
許資格等
を有する
方

無 料
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市営住宅入居者募集
市営住宅北団地の入居者を募集します。
団地名・募集戸数・家賃など
団地名 北団地（木津川市加茂町北廣地内）
建設年度：昭和47年度
構　　造：鉄骨造2階建
設　　備：上水道、公共下水、ガス（LPG）
募集戸数：2戸
部屋タイプ：4LDK（浴室はありません。近くの市営

共同浴場を利用してください）
家　　賃：4LDK （1）17,500円～29,000円

（2）17,500円～38,400円
※家賃（2）は裁量階層（高齢・障害者世帯など）です。
※家賃は収入によって変わります。
※平成21年4月1日より公営住宅施行令の一部
改正があり家賃に変動が生じます

そ の 他：団地内では、犬、猫、鳥その他動物の飼
育はできません。

入居予定時期 平成21年4月
入居対象
木津川市内にお住まいまたはお勤めで、次のいずれ
にも該当する方
（1）住宅に困窮していること。
（2）公営住宅法及び木津川市営住宅管理条例で定

められた収入基準（月額20万円）以下であるこ
と。（裁量階層は、26万8千円以下）

（3）連帯保証人が2人いること。
（4）市税を滞納していないこと。
（5）現在同居し、または同居しようとする親族（事

実上婚姻と同様の関係にある人または婚約者
を含む）がいること。

（6）単身で申し込む方は、一定の条件を備えてい
なければなりません。
※詳しいことは、入居募集案内をご覧ください。

入居募集案内の配布期間
2月2日（月）～16日（月）
午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）

申込期間
2月9日（月）～16日（月）
午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）

配布・申込
建　　　設　　　課（�75-1223）
加茂支所地域総務課（�76-3611）
山城支所地域総務課（�86-2300）

�050-5520-7546 
http://www.k5.dion.ne.jp/̃yamanami/

やまなみ法律事務所 
YAMANAMI  LAW  OFFICE

弁護士  橘  英樹 
京都府相楽郡精華町山田下川原3-6 
グランシャリオ山田川第2ビル2階 
（近鉄山田川駅下車すぐ） 

☆各種法律相談お受けいたします。お気軽にご相談下さい。 
☆業務時間　平日午前9時30分～午後5時30分 

（京都弁護士会所属） 藤原建設株式会社 
土木建築・設計・施工 

代表取締役　藤 原 正 秀  
本　  社  〒619-0214 木津川市木津池田30-1 
 　　　 TEL 0774-72-4414　FAX 0774-72-7447 
奈良営業所  〒630-8031 奈良市柏木町393-12 
 　　　 TEL 0742-35-1775 
URL http://www.f-design-j.com 
E-mail fujiwara@f-design-j.com

リフォーム＆リフレッシュ 

ISO 9001:2000 認証取得 

臨時職員の登録募集
職　種 保育士、幼稚園教諭（保育士資格、幼稚園教諭

免許をお持ちの方）
児童クラブ指導員、調理師、用務員
※その他の職種についても随時受け付けてい
ます。

応募資格 63歳未満の方
待　遇 木津川市臨時職員取扱規程によります。
申　込 申込書に必要事項を記入の上、履歴書（写真添

付）・資格証の写を提出ください。
問合せ 人事秘書課　人事係（�75-1234）
その他・申込書、履歴書は人事秘書課の窓口にあるほか、

木津川市ホームページからダウンロードできます。
・採用は、必要に応じて登録者の中から面接を
おこない決定します。

保育サポーター募集
フレーフレークラブは結成8年を経て、今春、NPO

法人化する予定です。私たちと一緒に活動してくださ
る会員を募集します。
対　象・保育サポーター養成講座を修了した方

・保育士、幼稚園教諭などの資格をお持ちの方
問合せ フレーフレークラブ 代表 南田

�090-8163-7376（クラブ専用携帯）

木津児童館 人権学習（リバティおおさか・海遊館）
～育てよう　一人ひとりの人権意識～

と　き 3月25日（水） 雨天決行
集　合 木津児童館　午前8時45分
ところ リバティおおさか（大阪人権博物館）・海遊館
対　象・市内にお住まいの木津児童館に来館登録して

いる小学生
・3月18日（水） 午後7時からの事前学習会に
必ず参加できること

定　員 20人（申込多数の場合抽選）
参加費 ひとり500円（事前学習会時に徴収します）
その他・参加申込書は木津児童館にあります。

（印鑑を持参ください）
・参加者に、後日くわしい案内状を送ります。
・参加決定後は、キャンセル料300円が必要に
なります。

・参加人数が少ない場合、中止になることがあります。
・来館登録は随時受け付けています。

申込・問合 2月26日（必着）までに、直接参加申込書を持
参するか、はがきに、児童の氏名（ふりがな）、
学校名、学年および保護者の住所、氏名、電
話番号を記入し、捺印のうえ下記へ。
〒619-0214 木津川市木津清水27-4
木津児童館　�72-4700

給食センター嘱託職員募集
職　種 調理師
応募資格 調理師免許を有する方で63歳未満の方
待　遇 非常勤嘱託職員取扱規則によります。
募集人員 1人
任用期間 4月1日～平成22年3月31日
申込・問合 3月2日までに、申込書に必要事項を記入し、

履歴書（写真添付）を木津学校給食センター
（�72-2362）へ。

その他・申込書、履歴書は木津学校給食センターの窓
口にあります。

・木津川市ホームページからもダウンロードで
きます。

・採用は、後日面接をおこない決定します。

宇宙少年団　団員募集
日本宇宙少年団（木津川分団）では、団員を追加募集

します。宇宙が大好きな方、ぜひ参加ください。
料　金 年会費2,400円
募集人数 10人（申込多数の場合抽選）
対　象 市内にお住まい又はお勤めの小学4年生以上

の方（4月からの新4年生を含む）
申　込 2月16日～22日に下記へ。

・加茂プラネタリウム館（月・木曜日休館）
・社会教育課
E-mail：yac-kizugawa@nike.eonet.ne.jp

問合せ 社会教育課 秋元　�75-1233
その他 申込用紙は、市ホームページからダウンロー

ドできます。
URL http://www.city.kizugawa.lg.jp/

木津川市サイクリング倶楽部
自転車の正しい乗り方教室と、ミニサイクリングを

おこないます。毎日、寒い日が続きますが、たまには
コタツから出て、つめたく新鮮な空気をすいませんか。
と　き 2月11日（祝・水） 午前9時～（雨天中止）
ところ アスピアやましろ・その周辺道路
対　象 児童から一般まで（自転車に乗れない人も可）
持ち物 防寒具、水筒、雨具、弁当（近くにコンビニも

あります）
その他・小学生の参加は保護者同伴でお願いします。

・正しい乗り方教室のあと、大仏鉄道跡を巡る
ミニサイクリングを予定しています。

主　催 木津川市サイクリング倶楽部
事務局 嶋村（�86-4758） 杉野（�090-9984-6106）
後　援 教育委員会

介護保険事業所職員募集
― 社会福祉法人 木津川市社会福祉協議会 ―

募集職種 ①ヘルパー　常勤職員
②ヘルパー（登録型）※普通免許または原付免許必要
③ヘルパー希望者

勤務先 木津川市社会福祉協議会　介護保険事務所
給与・休日など
①給与　木津川市社会福祉協議会職員取扱規定によります。
②時給1,050円（時給は経験年数によります。）
③本気でやる気のある方、資格取得支援します。
（但し、こちらの条件に合う方）

問合せ 木津川市社会福祉協議会 介護保険事務所
担当　尾崎　�73-2080

無 料

納税のお知らせ
国 民 健 康 保 険 税･･･第9期･･･納期限は3月2日(月)
固定資産税・都市計画税･･･第4期･･･納期限は3月2日(月)

☆便利な口座振替のご利用を☆

自転車とバイクの専門店 
 

木津川市相楽城下12-6　�0774-72-6116
定休日：水曜日、第3日曜日 

自転車・バイクの修理お気軽にお問い合わせ下さい。 

自転車組立整備士 
2級二輪整備士 

次回は4月5日にお花見サイクリングを予定して
います。詳しくは広報4月号でお知らせします。

迷惑駐車は
やめましょう
いつもここに停めているから…
1台くらい停めてもかまわないだろう…
あなたの身勝手が、多くの方の迷惑になっています。
路上駐車・違法駐車をなくしましょう。

歩こう会 山中渓谷から雲山峰
雲山峰を中心とした丘陵地帯は、紀泉アルプスと呼

ばれ、居並ぶ山群や大阪湾をぐるりと見渡せます。
（歩行時間：約4時間30分）
と　き 2月8日(日） 雨天中止
集　合 ＪＲ山中渓駅　午前9時58分　
コース 山中渓駅 … 四ノ谷山 … 雲山峰 … 行者堂

… 六十谷駅
費　用 約3,000円（交通費）
持ち物 弁当、雨具(必携）、手袋、水筒、アイゼン、

防寒具、着替え、その他各自が気付いたもの
保　険 保険料は、徴収しませんので、各自で加入く

ださい。
申　込 2月4日までに、社会教育課保健体育係

（�73-2323 中央体育館内）へ。
主　催 木津川山の会　事務局：藤井　�72-6502     
後　援 木津川市体育協会



市民テニススクール（2009年 第1期）
と　き 4月1日～6月2日　各曜日週1回(全7回)
ところ 木津川台公園テニスコート
対　象 市内にお住まい又はお勤めの18歳以上の方
定　員 平日クラス16人、土・日クラス12人（最少開催人数4人）
料　金 7,000円(7回分)
申込・問合 3月8日 午前10時～直接、料金を添えて中央

体育館ロビー。
3月8日 午後2時～電子メールまたはFa xで
氏名、住所、電話番号、希望クラスを下記へ。
E-mail：mf3471@yahoo.co.jp Fax72-0779

問合せ テニス協会（�090-3161-0779）
その他 主催者でスポーツ傷害保険に加入します。
主　催 木津川市テニス協会

ふるさと散歩　2月
～恭仁京東北道から大井手用水取水口へ～

と　き 2月14日（土） 午前9時～正午ごろ（小雨決行）
集　合 恭仁宮跡　午前9時
コース 恭仁宮跡→口畑→淫渓寺→大井手用水井出枕

→不動橋・隧道→大井手用水→井平尾→口畑
→恭仁宮跡

料　金 100円（運営協力金）
持ち物 帽子、防水の靴（隧道歩き）、飲み物など
申　込 事前の申し込みは必要ありません。
その他 傷害保険は自己負担です。
問合せ NPO法人 ふるさと案内・かも

�・Fax76-3989
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カセットテープ版「声の広報きづがわ」（朗読ボランティア「のぞみ」制作）を、市内公共施設に
置いていますので、ご利用ください。 問合せ 学研企画課　�75-1201
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問
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第4回ふれあい文化講座
①テーマ「阿修羅よ！」
講　師　興福寺境内管理室長　藪中 五百樹 氏

②テーマ「興福寺創建1300年」
講　師　興福寺執事　多川 良俊 氏

と　き 2月22日（日） 午後1時30分～4時30分
ところ 中央交流会館（いずみホール）
定　員 200人（先着順）
その他 災害警報が発令された場合は中止する場合が

あります。
申込・問合 2月5日から社会教育課　文化財保護室

（�75-1232）へ。
主　催 木津川市、木津の文化財と緑を守る会、興福寺

市民バドミントン講習会
と　き 2月8日（日） 受付：午前9時10分～
ところ 中央体育館
対　象 市内にお住まい又はお勤め、在学の高校生以上の方
参加費 午前の部300円、午後の部400円（当日徴収）
内　容 初級・中級の技能講習会

（午前9時30分～午後0時30分）
初級・中級・上級の実践練習
（午後1時30分～4時30分）

申　込 2月6日までに社会教育課社会体育係（�73-
2323 中央体育館内）へ。

その他 主催者でスポーツ傷害保険に加入します。
主　催 木津川市バドミントン連盟
後　援 教育委員会、木津川市体育協会

,

シニアテニス大会
と　き 3月15日（日） 午前9時～

雨天の場合　3月22日（日）
ところ 兜谷公園、梅美台公園テニスコート
種　目 男子ダブルス、女子ダブルス
対　象 市内にお住まい、お勤め又はテニス協会員で、

平成21年12月31日現在で男性は60歳以上、
女性は55歳以上の方

参加費 1組2,000円　
申　込 2月27日　午後5時までに、社会教育課社会

保健体育係（�73-2323 中央体育館内）へ。
その他・申し込みは2人1組ペアでお願いします。

・組み合わせと試合時間は3月8日以降に上記
テニスコートで掲示します。

・主催者でスポーツ保険に加入します。
主　催 木津川市テニス協会
後　援 教育委員会、木津川市体育協会
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市民なぎなた講習会
小学生から大人まで、初心者から経験者まで、レベ

ルに合わせて指導します。
と　き 3月14日（土） 午前10時～11時30分
ところ 市民スポーツセンター（木津田中前40-1）
対　象 市内にお住まいの小学生以上の方（男女問いません）
講　師 京都なぎなた連盟　理事長　東 美智子 氏 ほか
料　金 ひとり100円
申　込 2月27日までに、料金を添えて社会体育課社

会体育係（�73-2323 中央体育館内）へ。
その他・なぎなたはお貸しします。

・運動のできる服装で参加ください。
・主催者でスポーツ傷害保険に加入します。

主　催 木津川市なぎなたクラブ
後　援 教育委員会、木津川市体育協会

航空自衛隊奈良基地音楽祭
航空自衛隊奈良基地は、基地周辺住民の皆さんに音

楽を楽しんでいただくとともに、航空自衛隊および奈
良基地を身近なものとして感じていただくため、今年
も音楽祭をおこないます。
と　き 3月14日（土）

午後2時～（開場 午後1時30分）
ところ 奈良県文化会館国際ホール
出　演 航空自衛隊南西航空音楽隊、奈良育英中学校・

高等学校吹奏楽部、上地由真、高谷友理
申　込 2月13日（当日消印有効）までに、往復はがき

の往信面に、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、同行者がある場合は同行者
の氏名（1人まで）を、返信面に住所、氏名を
記入し下記へ。
〒630-8522 奈良市法華寺町1578
航空自衛隊奈良基地 広報室 音楽祭係

その他・応募者多数の場合は、抽選となります。返信
はがきに結果を記入し送付します。当選され
た返信はがきが入場整理券となりますので、
無くさないようお願いします。

・内容が変更になる場合がありますので、詳細
はHP（http://www.mod.go.jp/asdf/nara/）で
確認ください。

問合せ 航空自衛隊奈良基地広報室　�0742-33-3951

春休み集中ジュニアテニススクール
と　き 3月23日（月）～27日（金） 5日間

午後5時～6時30分
（予備日　3月30日・31日）

ところ 兜谷公園テニスコート
対　象 市内にお住まいの小学生（新1年生から6年生）
クラス コーチがレベルに応じて4クラスに分けます。
定　員 30人（先着順）
料　金 4,000円
申込・問合 3月8日　午前9時～10時に料金を添えて、

直接中央体育館ロビーへ。
3月8日　午後2時～電子メールまたはFaxで、
氏名、住所、電話番号を下記へ。
E-mail：mf3471@yahoo.co.jp Fax72-0779
※電子メール、Faxができない方は問い合わ
せは、テニス協会（�090-3161-0779）へ。

その他・申し込み少数の時、そのクラスに限り開講し
ない場合があります。

・主催者でスポーツ傷害保険に加入します。
・直接受付以外の方は注意事項などを返信します。
・料金を注意事項に記載の振込先に振込んでください。

主　催 木津川市テニス協会

月
火
水
木
金
土
土
日

午前9時30分～11時
午前9時30分～11時
午前9時30分～11時
午前9時30分～11時
午前9時30分～11時
午後3時～4時30分
午後4時30分～6時
午前9時～10時30分

4月 6日
4月 7日
4月 1日
4月 2日
4月 3日
4月 4日
4月 4日
4月 5日

曜日 クラス 時　　　間 開始日

初 級 者
初 心 者
中 級 者
中上級者
初中級者
初心初級者
中 級 者
初中級者

無 料

京都府最低賃金

時間額

適　用　対　象
京都府下の事業場で働
くすべての労働者及び
その使用者

現行（改正）金額

717円

京都府最低賃金
京都府最低賃金（地域別最低賃金）は、17円引き上げら

れ、平成20年10月25日から717円に改正されています。
問合せ 京都労働局労働基準部賃金室　�075-241-3215

無 料
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Garbage Collection

第1火曜
第2火曜
第3火曜
第4火曜

Ａ地区・Ｄ地区
Ｂ地区・Ｃ地区・Ｋ地区
Ｅ地区・Ｈ地区・Ｉ地区
Ｆ地区・Ｇ地区・Ｊ地区

燃やさないごみ
Incombustible

ビニール・プラスチックごみ
Plastic goods waste

3月 3日
3月 5日
3月 9日
3月 2日
3月14日
3月12日
3月10日
3月 6日
3月11日
3月 4日
3月13日

（注）必ず、別々の袋に入れて出してください。

飲料用紙パック
Paper bottles

古紙類（新聞・雑誌・ダンボール・古布など）
Used paper, magazine, corrugated cardboard, and cloth

ペットボトル
Plastic bottles

拠点回収

拠点回収

決められた場所へ出してください。

Permanent collection points for paper bottles /
plastic bottles
We regret that due to lack of space,no details in English are
available. Please  ask  your  neighbors and/or the Kizugawa
city office  for  information regarding collection points. 

ビン・かん・陶器類・蛍光灯など
（Bottles, cans, pottery etc.）

ビデオテープ・歯ブラシ・靴など
（Video tapes, tooth brushes etc.）

Used paper, magazine, corrugated cardboard, and cloth must
each be  sorted  out  separately.
These items will be recycled and will not be treated as combustible waste.

Please  ask your neighbors and /or the Kizugawa city office for
information regarding the designated place and collection days.

古紙類…新聞・雑誌・ダンボール・古布・飲料用紙パックなどは
完全リサイクルされます。「燃やすごみ」として収集されません。
各地域で、定められた場所にきちんとお出しください。

行政区別収集区域表（燃やすごみ以外）

旧 庁 舎 南 側
女 性 セ ン タ ー
リサイクル研修ステーション
西 部 交 流 会 館
東 部 交 流 会 館
木津地域総務室駐車場前倉庫内
以上施設開所日のみ設置
ジャンボなかむら（木津店）
スーパー中村屋（木津店）
近商ストア（木津南店）
城　　酒　　店
イ ワ ウ チ 酒 店
JA京都やましろ木津支店
アル・プラザ（木津店）
ハーベス（木津川台店）
スーパードーム
サティ高の原店（西側入口）
サンディ（木津店）
以上営業日のみ設置

飲料用紙パック
ペットボトル
回収容器常設場所

ビニール・プラスチック容器包装（レジ袋・食品カップなど）

3月12日
3月 2日
3月11日
3月12日
3月13日
3月10日
3月 5日

3月 3日
3月 5日
3月 5日
3月 5日
3月 6日
3月 6日
3月 9日

月・木曜　

火・金曜

水・土曜

観音寺、大野、法花寺野、北新町の一部、中新町の一部、
南町、西町、中町、東町（駅西2含む）、中森、岡崎の一部、
河原、南加茂台1・8・9・12・14丁目、プレステマンション

二本松、高田、北新町の一部、中新町の一部、南新町（駅
西1・駅東1の一部含む）、兎並、兎並西（駅東4含む）、山
ノ上、北、小谷上、小谷下、山田、当尾地区全域、南加茂
台3・4・5・6・10・15丁目

里、銭司、井平尾、岡崎の一部、西、東、登大路、仏生寺、
口畑、奥畑、駅東1・2・3（プレステマンションを除く）、
南加茂台2・7・11・13丁目

ペットボトル

梅美台公園南側歩道
梅美台5丁目黄葉

も み じ

公園

州見台1丁目山藍
やまあい

公園

第3月曜日

第1木曜日

Ａ地区①② Ｂ地区①② Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 Ｆ地区 Ｇ地区
金曜 水曜　 月曜 月曜 火曜 火曜 水曜

Ａ地区①②
Ｂ地区①②
Ｃ地区・Ｄ地区

Ｅ地区・Ｆ地区
Ｇ地区

第4月曜
第2月曜
第4月曜

第4火曜
第1月曜

燃やすごみ（台所ごみ・木くず・紙くずなど）

燃やさないごみ（ビン・かん・陶器類・蛍光灯など）

ビニール・プラスチックごみ（ビデオテープ・歯ブラシ・靴など）

燃やすごみ 新聞・雑誌・ダンボール
古着・紙製容器包装

燃やさないごみ
ビン、かん、陶器類、蛍光灯など

ビニール・プラスチックごみ
ビデオテープ、歯ブラシ、靴など

Ａ地区（第2・4水曜）2月11日・25日
Ｂ地区（第2・4木曜）2月12日・26日

3月11日
3月12日

（注）収集日は同じ日ですが、必ず別々の袋に入れて出してください。

飲料用紙パック・ペットボトル
中を洗って、切り開き、乾かして

山城区域全域　第3水曜日

Ａ地区（上狛北部・上狛南部）
Ｂ地区（綺田・平尾・椿井・北河原・神童子）

まち美化推進課 �75-1215

粗大ごみ ※ブラウン管テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

ビニール・プラスチック容器包装
菓子袋、レジ袋、食品トレーなど

山城区域全域　月曜日

Please put your garbage in its designated place before 8 a.m. on collection day.  Do not put your garbage
out the night before. Inquiry:  Machibikasuisinka (Sanitation Sec.)  Kizugawa city Office
Tel:  75-1215  Fax:  72-3900

区　域

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ 地 区

Ｄ 地 区

Ｅ 地 区

Ｆ 地 区

Ｇ 地 区

行　　　政　　　区

南加茂台4・6・8・9丁目
南加茂台12・13・14・15丁目
南加茂台1・2・3・5丁目
南加茂台7・10・11丁目
井平尾、岡崎、河原、西、東、登大路、
仏生寺、口畑
里、二本松、観音寺、大野、法花寺野
新町（駅西1含む）、南町、西町、中町、東
町（駅西2含む）、中森、兎並、山ノ上、北
兎並西（駅東4含む）、駅東1・2・3、小谷
上、小谷下、銭司、山田、奥畑
高田、当尾地区全域

①

②

①

②

※キャップは取り除いてください。

古紙類をリサイクルすることで燃やすごみの量を減らす
ことができます。
古紙類集団回収事業
古紙類等の集団回収にご協力ください。
集団回収で古紙類（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、古着）
を収集された場合、補助金（予算範囲内）をお支払いします。
※収集業者によって回収品目が異なることがあります。くわ
しくは各収集業者に問い合わせください。

粗大ごみ
Large size

ビニール・プラスチック容器包装
Plastic casing／wrapping

Ａ地区　Ｂ地区　Ｃ地区　Ｄ地区　Ｅ地区　Ｆ地区
木曜　　月曜　　木曜　　水曜　　水曜　　月曜　

（Thu.）（Mon.）（Thu.）（Wed.）（Wed.）（Mon.）

Ｇ地区　Ｈ地区　Ｉ地区　Ｊ地区　Ｋ地区
金曜　　火曜　　火曜　　金曜　　火曜　
（Fri.） （Tue.） （Tue.）（Fri.） （Tue.）

※ブラウン管テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

机・自転車・ストーブ・タンスなど
Desk, bicycle, stove, chest  etc.

収集でき
ないごみ

タイヤ・廃油・バッテリー・農薬・劇物・消火器など
の処理は購入店又は専門業者にご相談ください。

レジ袋・シャンプー容器・卵ケースなど
Grocery bags,shampoo bottles,egg cartons etc.

Please note that we are unfortunately not able to accept
dangerous materials, chemicals, car-batteries, tires or oil etc. These
items should be taken to the store from which you bought them.

燃やすごみ
Combustible

台所ごみ・木くず・紙くずなど
Kitchen waste, dust etc.

Ａ地区　　　　　 Ｄ地区　　　　　 Ｆ地区
2月20日（金） 2月14日（土） 3月28日（土）

Ｇ地区　　　　　 Ｈ地区　　　　　 Ｉ地区
3月20日（金） 2月27日（金） 3月27日（金）

Ｊ地区
2月26日（木）

粗大ごみ ※ブラウン管テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
エアコン・パソコン・バイクは収集できません。

③地区 ④地区
2月14日（土） 2月28日（土）

⑤地区　　　 ⑥地区
3月14日（土） 3月28日（土）

①地区（上狛南部・国道24号線より西側）
②地区（上狛北部・国道24号線東側）
③地区（椿井・北河原・南平尾（鳴子川より南））
④地区（南平尾（鳴子川より北）・神童子）
⑤地区（北平尾・南綺田（不動川より南））
⑥地区（南綺田（不動川より北）・北綺田）

Ａ区域①　 Ａ区域② B区域①　 B区域②

2月 7日（土） 2月14日（土） 2月21日（土） 2月28日（土）

Ｄ区域 Ｆ区域 Ｇ区域

2月19日（木） 2月20日（金） 2月10日（火）
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Ａ地区①②（第2・4木曜） 2月12日・26日
Ｂ地区①②（第1・3月曜） 2月 2日・16日
Ｃ地区（第2・4水曜） 2月11日・25日
Ｄ地区（第2・4木曜） 2月12日・26日　
Ｅ地区（第2・4金曜） 2月13日・27日
Ｆ地区（第2・4火曜） 2月10日・24日
Ｇ地区（第1・3木曜） 2月 5日・19日

Ａ地区①②（第1・3火曜） 2月 3日・17日
Ｂ地区①②（第1・3木曜） 2月 5日・19日
Ｃ地区（第1・3木曜） 2月 5日・19日
Ｄ地区（第1・3木曜） 2月 5日・19日　
Ｅ地区（第1・3金曜） 2月 6日・20日
Ｆ地区（第1・3金曜） 2月 6日・20日
Ｇ地区（第2・4月曜） 2月 9日・23日

Ａ地区（第1・3火曜） 2月 3日・17日
Ｂ地区（第1・3木曜） 2月 5日・19日
Ｃ地区（第2・4月曜） 2月 9日・23日
Ｄ地区（第1・3月曜） 2月 2日・16日　
Ｅ地区（第2・4土曜） 2月14日・28日
Ｆ地区（第2・4木曜） 2月12日・26日
Ｇ地区（第2・4火曜） 2月10日・24日
Ｈ地区（第1・3金曜） 2月 6日・20日
Ｉ地区（第2・4水曜） 2月11日・25日
Ｊ地区（第1・3水曜） 2月 4日・18日
Ｋ地区（第2・4金曜） 2月13日・27日



 




